
西
音
の
占
田
・
課
田
・
租
調
制
の
再
検
討

張

皐

鋒

は

じ

め

に

第
一
一
章
占
田
・
課
回
・
租
調
創
の
研
究
史
と
問
題
の
所
在

第

一

節

従

来

の

研

究

第

二

節

問

題

の

所

在

第
三
節
問
題
解
決
の
方
法

第
二
章
占
回
・
課
田
の
解
穆

第
一
節
い
わ
ゆ
る
「
占
田
」
に
つ
い
て

第
二
節
い
わ
ゆ
る
「
課
回
」
に
つ
い
て

第
三
章
西
菅
の
租
調
徴
牧
僅
系

第

一
節
「
戸
調
之
式」

と
酋
耳
目
租
調
制
度
の
成
立

第
二
節
西
奮
の
戸
調
徴
枚

第
三
節
西
E

日
の
課
田
租
額

む

す

び

- 29ー

』主

じ

め

29 

西
音
の
占
回
・
課
田
・
租
調
制
度
に
つ
い
て
は
、
従
来
膨
大
な
研
究
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
来
、
そ
の
研
究
史
を
整
理
す
る
だ
け
で
優
に

一
加



30 

の
本
に
な
ろ
う
。
制
度
の
制
定
か
ら
そ
の
内
容
、
法
文
の
規
定
か
ら
そ
の
現
賓
の
運
用
に
至
る
ま
で
、
今
ま
で
論
及
さ
れ
な
か
っ
た
問
題
は
既

に
な
き
に
等
し
い
。
現
存
の
史
料
か
ら
こ
の
問
題
に
閲
し
て
更
に
研
究
を
深
め
る
絵
地
は
殆
ど
な
レ
か
の
感
を
す
ら
受
け
る
。
だ
が
史
料
の
絞

や
簡
略
に
過
ぎ
る
記
述
ゆ
え
、
西
忍
田
の
占
田
・
課
回
・
租
調
制
度
へ
の
理
解
は
従
来
諸
説
紛
々
た
る
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
お
り
、
抑
も
占
田

・

課
田
の
基
本
的
概
念
に
つ
レ
て
す
ら
一
致
し
た
見
解
を
見
て
お
ら
ず
、

解
決
を
要
す
る
問
題
な
お
山
積
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
ろ
う。

ト
白

制
を
検
討
し
、

回
・
課
田
・
租
調
制
を
合
理
的
に
解
穫
す
べ
く
、
筆
者
は
先
に
秦
漢
貌
E

日
時
代
の
州
労
働
生
産
性
、
及
び
西
耳
目
の
租
調
制
に
先
立
つ
曹
競
の
租
調

(

1

)

 

一
定
の
依
援
し
う
る
デ
ー
タ
を
得
た
。
そ
の
成
果
に
基
っ
き
本
稿
で
は
、
西
膏
の
占
回

・
課
田

・
租
調
制
度
の
研
究
上
の
問
題

に
新
た
に
見
解
を
呈
し
、
諸
家
の
批
正
を
得
た
い
。
以
下
、

ま
ず
研
究
史
を
筒
皐
に
回
顧
し
問
題
の
所
在
を
摘
出
し
た
上
で
、
本
稿
の
検
討
の

視
角
が
打
ち
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
章

占
田
・
課
田

・
租
調
制
の
研
究
史
と
問
題
の
所
在

ー30ー

第

一
節

従

来

の

研

究

行
論
の
都
合
上
、

ま
ず
西
広
田
の
占
田

・
課
回
・
租
調
制
を
記
す
基
本
史
料
を
以
下
に
節
を
分
け
て
摩
げ
よ
う

ハ
敢
え
て
訓
譲
は
し
な
い
)。

ま
ず
音
書
食
貨
志
(
以
下
、
食
貨
志
と
略
構
)
に
は
太
康
元
年
つ
一
八
O
)、
卒
呉
後
の
戸
調
式
制
定
に

つ
い
て
衣
の
よ
う
に
-記
さ
れ
る
。

ハ門
丁
男
之
戸
、
歳
犠
絹
三
匹、

綿
三
斤
、
女
及
次
丁
男
震
戸
者
牢
職
。

同
其
諸
溢
郡
或
三
分
之
二
、
遠
者
三
分
之

一
。
夷
人
職
賓
布
、
戸
一
匹
、

遠
者
或
一
丈
。

日
間
男
子
一
人
占
田
七
十
畝
、
女
子
三
十
畝。

伺
其
外
丁
男
課
田
五
十
畝
、

丁
女
二
十
畝
、
衣
丁
男
牢
之
、

女
則
不
謀。

伺
男
女
年
十
六
日
上
至
六
十
篤
正
丁
、

十
五
己
下
至
十
三
・
六
十
一
己
上
至
六
十
五
爵
次
丁
、

十
二
己
下
六
十
六
己
上
篤
老
小
、

不
事
。



的
遠
夷
不
課
困
者
職
義
米
、
戸
三
餅
、
遠
者
五
斗
、
極
遠
者
職
算
鏡
、
人
二
十
八
文
。

帥
其
官
品
第
一
至
子
第
九
、
各
以
貴
賎
占
回
、
品
第
一
者
占
五
十
頃
、
第
二
品
四
十
五
頃
、
第
三
品
四
十
頃
、
第
四
品
三
十
五
頃
、

第
五

品
三
十
頃
、
第
六
品
二
十
五
頃
、
第
七
品
二
十
頃
、
第
八
品
十
五
頃
、
第
九
品
十
頃
。
而
又
以
品
之
高
卑
蔭
其
親
層
、
多
者
及
九
族
、

少
者
三
世
。
宗
室
・
園
賓
祖
先
賢
之
後
及
士
人
子
孫
亦
如
之
。
而
叉
得
蔭
人
以
篤
衣
食
客
及
佃
客
、

品
第
六
以
上
得
衣
食
客
三
人
、
第

七
第
八
品
二
人
、
第
九
品
及
奉
輩

・
跡
禽
・
前
駆

・
由
基

・
強
湾
・
司
馬
・
羽
林
郎
・
般
中
冗
従
武
責

・
持
椎
斧
武
騎
武
責

・
持
銀
冗

従
武
貫
・
命
中
武
責
武
騎
一
人
。
其
雁
有
佃
客
者
、

官
ロ
問
第

一
第
二
者
佃
客
無
遁
五
十
ハ
十
五
?
U
戸
、
第
三
品
十
戸
、

第
四
品
七
戸
、

第
五
品
五
戸
、
第
六
品
三
戸
、

第
七
品
二
戸
、
第
八
第
九
口四
一
戸
。

逼
典
で
右
文
に
劃
躍
す
る
の
は
巻
一
「
田
制
上
」
・
巻
四

「
賦
税
上
」
・
巻
七
「
丁
中
」
の
次
の
記
載
で
あ
る
。

ω音
武
一
帝
卒
呉
之
後
、
制
戸
調
之
式
。
丁
男
之
戸
、
歳
職
絹
三
疋
、
綿
三
斤
、
女
及
次
丁
男
矯
戸
者
牢
職
。

倒
其
諸
法
郡
或
三
分
之
二
、
遠
者
三
分
之
一
。
夷
人
職
賓
布
、
戸
一
疋
、
遠
者
或

一
丈。

ハ
巻
四
賦
税
上
)

。
男
子
一
人
占
回
七
十
畝
、
女
子
三
十
畝
。
(
巻
一
回
制
上
)

倒
其
丁
男
課
田
五
十
畝
、
丁
女
二
十
畝
、

女
丁
男
牢
之
、

女
則
不
課
。
(
倉
一
回
制
上
)

倒
菅
武
一
帝
一
卒
臭
後
、
有
司
奏
、
男
子
年
十
六
以
上
至
六
十
矯
正
丁
、
十
五
以
下
至
十
三
・
六
十
以
上
至
六
十
五
震
次
丁
、

六
以
上
馬
老
小
、
不
事
。

ハ
巻
四
賦
税
上
)

- 31ー

十
二
以
下
六
十

ハ
巻
七
丁
中
〉

的
不
課
回
者
職
義
米
、
戸
三
割
、

遠
者
五
斗
、
極
遠
者
職
算
鏡
、
人
二
十
八
文

0

0
其
官
第
一
品
五
十
頃
、
毎
品
減
五
頃
以
震
差
、
第
九
ロ
間
十
頃
。
而
又
各
以
口
問
之
高
卑
蔭
其
親
層
、

多
者
及
九
族
、
少
者
三
代
。

宗
室

・

園
賓
・
先
賢
之
後
・
土
人
子
孫
亦
如
之
。
市
又
得
蔭
人
魚
衣
食
客
及
佃
客
、
量
其
官
品
以
震
差
降
。

初
事
記
巻
二
七
「
賓
器
部
・
絹
第
九
」
に
引
く

「
音
故
事
」
に
は
衣
の
よ
う
に
あ
る
。

山
九
民
丁
課
回
、
夫
五
十
畝
、
牧
租
四
餅
、
絹
三
疋
、
綿
三
斤。

(巻
四
賦
税
上
、
倒
の
直
後
に
縫
ぐ
)

(各一

回
制
上
)

31 
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四
九
属
諸
侯
、
皆
減
租
穀
畝
一
斗
、
計
所
減
以
増
諸
侯
、
絹

一
疋
、
以
其
絹
震
諸
侯
秩
。

四
叉
分
民
租
戸
二
剤
、
以
魚
侯
奉。

間
其
徐
租
及
醤
調
絹
二
戸
三
疋
綿
三
斤
、
書
償
問
公
賦
、
九
品
相
通
、
皆
稔
入
子
官
、
自
如
嘗
制
。

そ
れ
ぞ
れ
視
角
は
異
な
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
以
上
三
種
の
史
料
の
字
句
解
調
停
を
中
心
に
展
開
し
て
き
た
と
言
っ

て
よ

(

2

)

 

ぃ
。
そ
れ
ら
成
果
の
整
理
は
早
い
時
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
。

従
来
の
研
究
は
、

日
本
の
事
界
で
数
十
年
蓄
積
さ
れ
て
き
た
膨
大
な
研
究
成
果
を
多
方
面
に
渉
り
詳
細
に
整
理
し
た
の
は
伊
藤
敏
雄
氏
の
「
占
田

・
課
田
制
の

(
3
)
 

諸
研
究
」
で
あ
る
。
伊
藤
氏
は
膨
大
な
先
行
研
究
を
分
析
整
理
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
を
大
き
く
次
の
四
種
に
分
類
し
て
い
る
。

第

一
は
、
占
田
制
と
課
田
制
を
各
々
異
な
る
郡
豚
民
に
射
す
る
田
制
と
す
る
A
設
で
あ
る
。

雨
者
は
土
地
所
有
の
性
質
を
異
に
し
、
従

っ
て

(
4〉

雨
種
の
編
戸
の
負
揺
す
る
租
調
額
も
異
な
る
。
こ
の
読
は
ま
ず
宮
崎
市
定
氏
に
よ
り
提
唱
さ
れ
、
以
後
開
設
を
縫
承
し
た
主
な
論
者
に
米
田
賢

第
二
は
、
占
回
と
課
田
を
同

一
戸
内
の
農
民
に
封
し
敷
か
れ
た
田
制
と
見
る
も
の
で
、
伊
藤
氏
は
こ
れ
を

B
設
と
す
る
。
複
合
的
田
制
で
あ

- 32ー

次
郎

・
越
智
重
明
氏
ら
が
い
る
。

る
た
め
、
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
更
に
三
種
に
細
分
さ
れ
る
。

B
I説
に
よ
れ
ば
占
田
と
課
田
は
同

一
戸
内
の
異
な
る
男
女
に
劃
す
る
田
制
で
、
占
田
の
針
象
は
戸
主
、
課
田
の
針
象
は
戸
主
以
外
の
「
除

夫
」
で
あ
る
。
こ
の
読
を
支
持
す
る
主
な
論
者
は
玉
井
是
博
・
曾
我
部
静
雄

・
鈴
木
俊
・
西
村
元
佑
等
諸
氏
で
あ
る
。

B
E読
は
、
占
田
・
課
田
と
も
に
同
一
の
民
丁
と
く
に
戸
主
に
射
す
る
も
の
で
、
課
田
の
畝
数
は
占
回
の
畝
数
中
に
含
ま
れ
る
と
す
る
。
こ

の
読
は
主
に
天
野
元
之
助
・
堀
敏
一
氏
ら
に
よ
り
支
持
さ
れ
る
。

B
E読
は
、

B
E説
と
同
じ
く
占
回
・
課
田
と
も
に
同
じ
民
丁
と
く
に
戸
主
が
針
象
だ
と
す
る
が
、

B
E設
と
遭
う
の
は
諜
回
が
占
田
の
内

に
含
ま
れ
な
い
と
す
る
酷
で
あ
る
。
こ

の
読
を
支
持
す
る
主
な
論
者
に
吉
田
虎
雄
・
藤
家
躍
之
助
・
楠
山
修
作
氏
ら
が
い
る
。

以
上
が
伊
藤
氏
の
整
理
さ
れ
た
日
本
で
の
占
田
・
課
田
制
研
究
に
お
け
る
二
類
型
四
種
の
主
な
論
貼
で
あ
る
。
う
ち
本
稿
に
関
わ
る
個
別
の



論
貼
に
つ
い
て
は
後
に
燭
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
日
本
の
占
回
・
課
田
制
研
究
で
重
要
な
黙
は
、
多
様
な
異
な
る
見
解
が
同
時
に
存
在
し
、

つ
今
日
ま
で
各
設
が
生
命
力
を
保
っ
て
お
り
一
定
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か

(

5

)

 

伊
藤
氏
の
整
理
後
に
出
さ
れ
た
研
究
と
し
て
、
筆
者
の
知
る
限
り
で
は
伊
藤
氏
自
身
の
「
西
菅
の
占
田
・
課
田
制
の
再
検
討
」
、
楠
山
修
作

〈

6

)

(

7

)

氏
の
「
音
書
食
貨
志
記
載
の
遠
夷
の
二
字
に
つ
い
て
」
、
渡
漫
信

一
郎
氏
の
「
占
回
・
課
回
の
系
譜
」
が
あ
る
。

伊
藤
氏
は
従
衆
の
成
果
を
詳
細
に
整
理
す
る
一
方
、
別
稿
で
新
た
な
見
解
を
も
提
示
し
て
い
る
。
印
ち
一
丁
男
と
く
に
戸
主
の
丁
男
は
、
法

律
上
占
田
七

O
畝
の
外
な
お
主

O
畝
の
公
田
を
耕
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
そ
の
五

O
畝
の
公
田
の
牧
穫
は
全
て
租
税
と
し
て
政
府
に
納
入
さ

れ
る
、
と
い
う
。
こ
れ
は
中
園
の
事
界
で
言
う
「
鉱
労
役
地
租
」
に
同
じ
で
あ
る
。
自
身
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
開
設
は
吉
田
虎
雄
氏
の
そ
れ
を
継

承
護
展
し
た
も
の
で
、

B
E設
に
分
類
で
き
よ
う
。

〈

8
〉

楠
山
氏
は
「
音
書
食
貨
士
山
の
一
考
察
」
で

B
E設
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
出
た
「
膏
書
食
貨
士
山
記
載
の
遠
夷
の
二
字
に
つ
い
て
」
で

は
、
食
貨
志
「
戸
調
之
式
」
中
の
四
字
を
街
字
と
し
、
宮
崎
読
を
全
面
的
に
支
持
し
、

B
E設
か
ら
A
読
へ
襲
更
さ
れ
て
い
る
。

渡
遁
氏
の
研
究
は
伊
藤
氏
の
整
理
の
上
に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
、
目
下
日
本
の
撃
界
で
最
新
の
研
究
と
言
え
よ
う
。

氏
は
占
田
課
田
制
下
で

の
土
地
所
有
の
性
質
に
注
目
す
る
。
氏
に
よ
れ
ば
課
田
は
園
家
的
土
地
所
有
の
性
質
を
持
ち
、
政
府
は
土
地
五

O
畝
の
分
配
を
遁
じ
て
丁
男
戸

か
ら
戸
調
を
徴
牧
す
る
。
戸
調
の
内
容
は
「
耳
目
故
事
」
侠
文
川
に
見
え
る
「
租
四
剤
、
絹
三
疋
、
綿
三
斤
」
で
あ
る
。
一
方
、
占
田
は
停
統
的

(

9

)

 

な
円
分
田
」
の
観
念
を
櫨
承
し
、
基
本
的
に
は
私
固
と
考
え
ら
れ
る
。
故
に
「
分
田
」
同
様
に
占
田
も
租
税
の
負
捨
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

氏
は
惇
統
的
な
十
分
の
一
税
の
観
念
に
則
り
占
回
の
税
率
を
毎
畝
三
斗
と
推
定
す
る
(
氏
は
畝
産
三
斜
設
を
支
持
す
る
)
。
そ
の
上
で
、
氏
は
南
音

南
朝
の
税
制
の
系
譜
を
「
課
回
↓
戸
調

日
占
田
↓
国
税
」
の
雨
系
統
と
理
解
、
課
国
↓
戸
調
が
五

O
畝
の
強
制
割
り
嘗
て
の
上
に
戸
単
位
で
徴

牧
さ
れ
る
定
額
賦
課
な
の
に
劉
し
、
占
回
↓
回
税
は
各
戸
が
限
度
内
で
質
際
に
耕
作
す
る
面
積
に
塵
じ
て
徴
牧
さ
れ
る
租
税
だ
と
理
解
す
る
。

課
回
に
糾
問
す
る
戸
調
は
定
額
税
、
占
田
に
劃
す
る
租
税
は
可
襲
的
で
、
各
農
民
戸
は
南
系
統
の
租
税
を
同
時
に
負
携
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
と

- 33-
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い
う
の
で
あ
る
。
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渡
港
設
に
は
課
田
↓
戸
調
日
占
田
↓
国
税
と
い
う
二
系
統
の
土
地
・
税
制
が
存
在
し
た
こ
と
、
占
田
の
畝
数
は
可
繁
的
で
あ

っ
た
こ
と
、
占

田
の
畝
税
は
三
斗
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
新
た
な
見
解
が
見
ら
れ
る
が
、
占
田
を
私
的
土
地
所
有
、
諜
回
を
園
家
的
土
地
所
有
と
見
、
そ
の
上
で

田
租
を
二
系
統
に
分
け
て
考
え
る
黙
で
は
、
伊
藤
氏
の

A
B
諸
説
に
言
う
課
田
が
官
田
の
性
質
を
持
っ
て
い
た
と
の
理
解
に
極
め
て
近
い
。
各

農
民
が
占
田
・
課
回
雨
系
統
の
租
税
を
同
時
に
携
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
占
回
の
外
に
各
農
民
に
強
制
割
り
嘗
て
さ
れ
る
課
回
が
あ
っ
た
と
す
る
黙

で
は
、

B
E読
と
同
じ
で
あ
る
。

西
耳
目
の
占
田
・
課
田
と
租
調
制
の
研
究
は
、

ま
た
中
園
の
魂
音
南
北
朝
史
事
界
で
も
最
も
重
要
な
課
題
の

一
つ
で
あ
る
。
日
本
で
諸
説
並
び

立
っ
て
い
る
の
に
射
し
、
中
園
で
の
研
究
は
段
階
的
に
設
展
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
長
年
の
研
究
成
果
が
整
理
さ
れ
た
の
は
比
較
的
遅
く
、
管
見

(

叩

〉

(

日

)

の
限
り
で
は
周
囲
林
氏
の
「
西
菅
田
租
研
究
回
顧
興
思
考
」
と
劉
安
志
氏
の
「
建
園
以
来
関
子
西
音
占
田
課
田
制
的
研
究
述
評
」
が
あ
る。

こ

れ
ら
を
見
る
と
、
日
本
の
事
界
が
概
ね
占
田
・
課
回
の
成
立
及
び
そ
れ
ら
の
封
象
者
に
開
心
を
注
い
で
き
た
の
に
劃
し
て
、
中
園
の
周
子
界
で
は

占
回
・
課
回
の
性
質
に
注
目
し
て
来
た
こ
と
が
分
か
る
。
紙
数
の
関
係
で
そ
れ
ら
の
紹
介
は
周
・
劉
雨
氏
の
整
理
に
譲
る
が
、
組
じ
て
言
え
ば

(

ロ

)

そ
れ
ら
、
と
く
に
一
九
五

0
年
代
以
降
の
も
の
は
概
ね
日
本
の
事
界
で
の
両
種
目
類
型
に
劃
摩
し
て
い
る
。
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第
二
節

問

題

の

所

在

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
重
要
な
問
題
に
闘
し
て
現
在
な
お
見
解
の
一
致
は
見
ら
れ
ず
、

一
部
の
貼
で
共
通
の
理
解
が
得
ら
れ
て
は
い
て
も
、

そ
れ
ら
で
さ
え
な
お
検
討
の
徐
地
を
残
し
て
い
る
。
残
さ
れ
た
多
く
の
問
題
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
以
下
の
敷
貼
に
較
っ
て
注
目
、
解
決
を
模
索

し
た
い
。

第
一
に
、

西
菅
の
占
田
・
課
回

・
租
調
制
が
同
時
期
の
農
業
労
働
生
産
性
に
関
わ
る
と
い
う
黙
で
あ
る
。
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら

の
制
度
を
論
ず
る
と
き
先
事
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
現
存
す
る
史
料
の
解
讃
に
関
心
を
集
め
、

一
方
で
農
業
生
産
上
の
基
本
的
な
問
題
、
聞
ち
務
働

生
産
性
の
面
か
ら
検
討
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
き
た
。
第
働
生
産
性
と
は
単
位
第
働
嘗
た
り
の
生
産
力
を
指
し
、
簡
単
に
言
え
ば
、

一
定
の
生
産



力
・
経
営
方
式
の
も
と
で
各
年
齢
層
の
第
働
者
が
捨
い
う
る
耕
作
面
積
、
及
び
遁
常
の
年
度
に
得
ら
れ
た
成
果
な
ど
の
こ
と
で
あ
る
。
無
論
ど

の
時
代
で
も
こ
れ
は
経
済
政
策
上
の
基
礎
で
あ
り
、
お
よ
そ
こ
の
規
則
に
背
い
た
経
済
政
策
は
想
像
し
が
た
い
。
で
は
占
回
・
課
田
・
租
調
制

の
研
究
に
於
い
て
は
ど
う
で
あ
る
か
。
例
え
ば

B
I
設
で
は
、
戸
主
が
占
回
七

O
畝、

「品敵失
」
が
課
回
五

O
畝
を
携
い
、

一
家
の
内
に
戸
主

一
人
と
徐
夫
二
人
が
い
た
と
す
れ
ば
耕
作
面
積
は
一
七

O
畝
に
も
な
る
。
ま
た

B
E設
で
は
課
田
が
占
回
の
内
に
あ
る
と
す
る
も
の
の
、

家

に
戸
主
夫
婦
と
一
人
の
次
丁
男
(
一
般
に
課
回
は
丁
男
の
牢
分
と
さ
れ
る
)
が
い
れ
ば
課
田
だ
け
で
も
九
五
畝
に
な
る
。

B
E設
に
至
つ
て
は
課
田

が
占
田
の
外
に
あ
り
、
課
田
の
牧
入
は
全
て
政
府
に
納
入
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
生
計
を
維
持
す
る
に
は
課
回
以
外
に
占
田
を
も
耕
さ

ね
ば
な
ら
ず
、

一
家
に
戸
主
夫
婦
と
次
丁
男
一
人
が
い
れ
ば
そ
の
耕
作
面
積
は
一
九
五
畝
に
も
な
る
。
果
た
し
て
こ
れ
ほ
ど
の
耕
地
を

一
家
数

日
の
自
作
農
家
が
耕
し
う
る
だ
ろ
う
か
。
従
来
の
研
究
は
こ
の
黙
を
殆
ど
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
。

他
に
、

田
租
の
額
に
つ
い
て
も
同
様
の
問
題
が
あ
る
。
多
く
の
設
に
よ
れ
ば
、

占
田
の
畝
租
は
曹
貌
の
奮
制
を
縫
い
で
「
四
升
」
、

課
回
の
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そ
れ
は
「
菅
故
事
」
件
伏
文
川
よ
り
「
入
升
」
と
さ
れ
従
っ
て
占
回
の
田
租
の
二
倍
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
占
田
と
課
回
は
性
質
を
異
に
す
る
別
種

の
田
制
で
、

ひ
い
て
は
二
種
の
郡
鯨
農
民
が
い
た
等
の

一
連
の
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る。

し
か
し
「
四
升
」
に
せ
よ
「
入
升
」
に
せ
よ
、
こ
れ

ら
が
筆
者
の
主
張
す
る
所
の
畝
産
四
餅
の
下
で
は
ど
れ
だ
け
の
税
率
に
な
る
か
。
四
升
な
ら
百
分
の
一
、
入
升
で
は
五
十
分
の
一
で
あ
る
。
こ

渡
漫
氏
の
設
く
よ
う
に
私
固
た
る
占
田
の
国
税
が
毎
畝
コ
ニ
斗
」
、

ん
な
低
い
税
率
が
中
園
史
上
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
、

官
回
た
る

課
田
の
田
租
が
わ
ず
か
「
八
升
」
で
は
、
私
回
の
税
率
が
官
田
の
四
倍
弱
に
も
な
る
。
本
嘗
に
そ
ん
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
天
下
の
民
は
み
な
私

回
を
捨
て
て
官
固
に
赴
く
は
ず
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
っ
た
問
題
は
従
来
殆
ど
顧
ら
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
。

-

第
二
に
、
貌
管
期
の
農
業
生
産
の
基
本
的
朕
況
を
把
握
し
た
上
で
、
占
田
・
課
回
の
規
定
と
租
調
制
の
枚
取
睦
系
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い

う
酷
で
あ
る
。

A
設
に
せ
よ

B
読
に
せ
よ
、

多
く
の
設
は
占
回
を
民
聞
の
私
回
、
課
田
を
政
府
か
ら
農
民
に
支
給
さ
れ
る
官
田
と
捉
え
て
い

る

こ
れ
ら
の
設
に
あ
っ
て
は
、

少
な
く
と
も
西
菅
期
、

占
固
と
課
回
南
種
の
土
地
が
あ
っ
た
と
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
嘗
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時
、
こ
の
よ
う
な
別
々
の
二
種
類
の
田
地
が
本
嘗
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

一
般
に
西
晋
の
課
田
制
は
首
貌
の
屯
田
制
鹿
止
後
に
出
来
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た
新
た
な
制
度
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
制
度
を
施
行
し
た
目
的
と
契
機
が
探
ら
れ
て
き
た
が
、
で
は
一
方
、
占
田
制
の
目
的
と
契
機
は
ど
こ

に

あ
っ
た
の
か
。

第
三
一
に
、

西
耳
目
の
占
回
・
課
田
制
と
租
調
盟
系
を
正
確
に
把
渥
じ
た
上
で
、
こ
の
制
度
の
意
義
や
歴
史
的
役
割
を
い
か
に
再
評
債
す
る
か
と

い
う
貼
で
あ
る
。
従
来
、
多
く
の
研
究
が
西
耳
目
の
占
回
・
課
周
制
を
北
貌
以
後
の
均
田
制
の
直
接
の
源
流
な
い
し
先
騒
と
見
な
し
、
そ
の
上
で

論
を
展
開
し
て
き
た
。
西
耳
目
の
占
田
・
課
田
制
と
租
調
盟
系
に
つ
い
て
認
識
を
新
た
に
し
た
後
で
は
、
そ
れ
と
均
田
制
と
の
関
係
に
つ
い
て
も

新
た
に
認
識
し
直
す
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
の
貼
を
二
章
以
下
で
は
検
討
し
た
い
。
そ
の
前
に
ま
ず
、
そ
れ
ら
を
検
討
す
る
た
め
の
主
な
出
護
黙
を
掲
げ
て
お
こ
う。

第
三
節

問
題
解
決
の
方
法

先

西
耳
目
の
占
田
・
課
田
・
租
調
制
を
新
た
に
解
穫
す
る
に
嘗
た
り
、

筆
者
の
出
護
貼
が
観
音
期
の
必
労
働
生
産
性
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
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た
。
同
時
期
の
第
働
生
産
性
に
関
す
る
問
題
を
筆
者
は
別
稿
で
既
に
扱
っ
た
。
要
約
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

ー
、
労
働
カ
の
生
産
能
力
に
つ
い
て
。
筆
者
は
戦
園
秦
漢
の
大
小
畝
制
を
検
討
し
た
上
で
衣
の
見
解
に
達
し
た
。
即
ち
、

大
畝
制
は
統
一
秦
期
に
は
既
に
全
園
の
公
定
畝
制
と
な
っ
て
お
り
、
前
漢
武
一
帝
期
に
畝
制
が
統
一
さ
れ
た
と
の
従
来
の
設
は
根
擦
に
乏
し
い
。

同
じ
く
、
漢
よ
り
唐
に
至
る
ま
で
一
畝
一

O
O歩
の
小
畝
制
が
な
お
公
定
畝
制
で
あ

っ
た
と
の
読
も
根
擦
を
依
く
。
説
耳
目
期
の
畝
制
が
大
畝

一
畝
二
四

O
歩
の

(
以
下
、

二
四

O
歩
の
大
畝
を
畢
に
畝
と
呼
ぶ
)
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
自
営
農
業
の
生
産
形
態
下
、

一
人
の
中
等
の
制
労
働
力

が
耕
作
し
う
る
能
力
は
、
皐
地
農
業
な
ら
二

O
畝
(
ほ
ぼ
今
の
一
五
市
畝
)
前
後
、
水
田
稲
作
な
ら
一

O
徐
畝
(
七
i
八
市
畝
)
で
あ
る
。

よ
っ
て

卒
均
五

六
白
か
ら
成
る
標
準
的
な
自
作
農
家
で
、
戸
主
の
丁
男
に
妻
ハ
丁
女
)
子
(未
婚
丁
男
か
次
丁
男
)
が
い
る
場
合
、

(

日

)

お
よ
そ
五

O
畝
前
後
、
水
田
な
ら
三

O
畝
前
後
と
な
る
。

そ
の
耕
作
能
力
は

2
、
畝
産
量
に
つ
い
て
。
雨
漢
貌
菅
南
北
朝
期
、
自
作
農
経
営
の
生
産
形
態
下
い
く
つ
か
の
特
例
を
除
い
て
、
華
北
阜
地
農
業
の
主
な
主
食



作
物
で
あ
る
粟
の
、
中
年
中
国
の
卒
均
畝
産
は
四
餅
前
後
で
あ
り
、
畝
産
は
あ
ま
り
願
著
に
増
加
し
て
い
な
い
。
南
方
の
水
田
稲
作
の
畝
産
は

(
M
)
 

漢
代
で
は
約
四
餅
、
六
朝
期
江
南
の
先
進
地
域
で
は
五
J
六
刷
所
に
達
し
、
顕
著
に
増
加
し
て
い
る
。

3
、
曹
貌
の
田
租
に
つ
い
て
。
筆
者
は
先
に
「
曹
貌
租
調
制
度
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
で
文
献
に
見
え
る
曹
貌
の
「
畝
枚
程
四
升
」
に
疑
義

(
日
〉

を
呈
し
、
先
撃
の
畝
租
「
四
斗
」
設
を
支
持
補
強
し
た
。

以
上
三
貼
の
問
題
は
、

い
ず
れ
も
西
音
の
占
田
・
課
回
・
租
調
制
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
以
下
、
右
の
基
本
認
識
の
上
に
立
ち
西
音
の

占
回
・
課
田
・
程
調
制
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

第
二
章

占
田

・
課
回
の
解
樟

第
一
節

い
わ
ゆ
る
「
占
回
」
に
つ

い
て
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前
章
冒
頭
に
、
食
貨
士
ゆ
な
ど
三
つ
の
史
料
を
節
に
分
け
て
掲
げ
た
。
う
ち
食
貨
志
と
遁
典
の
内
容
は
完
全
に
封
醸
し
て
い
る
。
食
貨
志
の
記

載
を
例
に
と
る
と
、
少
な
く
と
も
次
の
七
つ
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
付
内
郡
の
庶
民
の
戸
調
規
定
、
同
連
郡
の
戸
調
に
お
け
る
優
遇
規
定
と
夷

人
に
糾
問
す
る
戸
調
規
定
、
同
庶
民
の
占
田
規
定
、
伺
庶
民
の
課
田
規
定
、
伺
丁
中
の
規
定
、
約
夷
人
に
劃
す
る
課
税
規
定
、
財
官
人
の
官
ロ
聞
に

鹿
じ
た
占
田
蔭
客
規
定
、
で
あ
る
。
う
ち
占
回
に
闘
す
る
規
定
と
し
て
は
伺
の
庶
民
占
田
規
定
と
帥
の
官
人
占
回
規
定
が
あ
る
。
商
者
は
明
ら

か
に
性
質
を
異
に
し
、
以
下
で
は
伺
の
庶
民
占
田
規
定
に
焦
黙
を
較
り
た
い
。

宮
崎
市
定
氏
は
「
膏
武
一
帝
の
戸
調
式
に
就
い
て
」
で
占
田
制
が
一
般
郡
豚
民
を
劉
象
と
し
課
田
制
が
蓄
屯
田
民
を
劃
象
と
す
る
と
の
設
を
初

め
て
出
し
た
。
こ
れ
は
伊
藤
氏
の

A
設
に
嘗
た
る
。
開
設
に
よ
れ
ば
占
田
は
一
般
郡
蘇
民
の
私
回
と
さ
れ
、
占
田
制
の
目
的
は
民
聞
の
土
地
乗
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併
を
防
ぐ
に
あ
っ
て
限
田
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
劃
す
る
課
回
は
曹
貌
の
屯
田
制
が
慶
止
さ
れ
て
の
ち
政
府
が
奮
屯
田
民
に
給
し
た
土
地

で
、
官
田
の
性
格
を
持
つ
。
こ
の
宮
崎
設
と
く
に
屯
田
が
課
固
に
移
行
し
た
と
の
読
は
日
本
の
事
界
に
多
大
な
影
響
を
興
え
、
以
後
多
く
の
研
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究
に
引
き
縫
が
れ
て
い
る
。

A
設
は
む
ろ
ん

B
設
の
大
牢
も
多
か
れ
少
な
か
れ
同
読
を
採
用
、
占
田
を
民
聞
の
私
回
、
課
回
を
政
府
が
農
民
に

分
給
す
る
官
固
と
理
解
し
、
渡
遁
氏
の
最
新
の
研
究
に
至
る
ま
で
ず
っ
と
こ
の
見
解
の
延
長
上
に
議
論
は
展
開
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
屯

回
が
課
固
に
移
行
し
た
、
な
い
し
課
回
が
官
回
で
あ
あ
と
の
設
は
、

そ
の
貫
た
し
か
な
誼
擦
を
持
た
な
い
。

(

日

)

占
田
に
劃
す
る
種
々
の
解
穫
の
中
で
、
極
め
て
興
味
深
い
の
は
米
国
賢
次
郎
氏
の
そ
れ
で
あ
る
。
伊
藤
氏
の
分
類
で
は
米
田
設
は

A
読
に
属

す
る
。
氏
は
、
食
貨
志
村
に
あ
る
「
遠
夷
不
課
田
者
」
の
「
遠
夷
」
を
街
字
と
見
る
黙
で
は
宮
崎
氏
と
同
様
だ
が
、
占
田

・
課
田
制
の
理
解
は

宮
崎
氏
と
異
な
っ
て
い
る
。

米
田
氏
に
よ
れ
ば

占
田
は
泰
始
二
年
(
二
六
六
)
に
奥
農
官
を
麿
止
し
て
の
ち
民
聞
に
開
放
さ
れ
た
嘗
屯
団
地

で
、
課
回
は
卒
呉
後
「
戸
調
式
」
の
頒
布
に
伴
い
民
聞
に
開
放
さ
れ
た
嘗
軍
屯
地
と
さ
れ
る
。

そ
の
他
、

西
音
一
代
を
通
じ
て
占
田
課
田
の
他

に
所
調
「
不
課
田
」
が
存
在
す
る
。
こ
の
「
不
課
回
」
に
し
て
よ
う
や
く
奮
来
の
私
有
地
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る。

米
田
氏
の
課
田

・
不
課
田

設
に
つ
い
て
は
後
に
再
び
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
、

こ
こ
で
は
占
回
の
理
解
に
つ
レ
て
の
み
焦
貼
を
絞
り
た
い
。
氏
が
占
田
を
泰
始
二
年
の
屯
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回
慶
止
後
に
民
聞
に
開
放
さ
れ
た
土
地
と
解
し
た
こ
と
は
、
屯
田
か
ら
課
田
へ
の
移
行
を
説
く
あ
ま
た
の
設
と
異
な
る
黙
で
あ
る
。
占
田
制
の

制
定
と
民
屯
鹿
止
と
を
閥
蓮

ε

つ
け
る
同
設
を
、
本
稿
で
は
慣
に
屯
田
↓
占
田
移
行
説
と
名
附
け
て
お
く
。
こ
の
設
は
筆
者
に
と

っ
て
寅
に
示
唆

的
で
あ
る
。

占
田
制
と
民
屯
の
麿
止
と
を
閥
連
づ
け
る
説
は
中
園
に
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。
特
に
五
十
年
代
、
占
田
・

課
田
制
を
め
ぐ
る
議
論
が
白
熱

(

口

)

(

時

)

〈

国

)

(

初

〉

し
た
頃
、
こ
の
種
の
設
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
。
余
遜
・
苑
土
興
・
張
維
華
・
金
家
瑞
氏
ら
が
そ
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
。
た
だ
、
諸
氏
は
自

(

幻

)

作
農
の
存
在
を
殆
ど
考
慮
に
入
れ
な
か

っ
た
か
の
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
ら
諸
氏
の
設
は
米
田
氏
と
趣
旨
の
上
で
大
き
く
異
な
り
、
同
じ
意
味
で

屯
田
↓
占
田
の
移
行
を
読
く
課
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。

た
だ
、
米
田
氏
の
奮
民
屯
↓
占
回
設
も
魅
力
的
で
は
あ
る
が
、
氏
の
「
占
田
」
に
劃
す
る
理
解
や
奮
軍
屯
↓
課
因
説
、
占
田

・
課
田
の
田
租

が
と
も
に
「
官
と
中
分
」
さ
れ
る
と
の
設
な
ど
は
筆
者
と
根
本
的
に
見
解
を
異
に
す
る
。
占
田
に
つ
い
て
言
え
ば
最
大
の
遣
い
は
、

米
田
氏
が

占
田
を
一
種
の
屯
田
制
に
近
い
土
地
制
度
で
、

か
っ
そ
こ
か
ら
政
府
が
租
調
を
徴
牧
す
る
制
度
と
見
な
す
の
に
封
し
、
筆
者
は
所
謂

「
占
回
」



を
車
に
奮
典
農
部
の
屯
田
を
慮
分
す
る
際
の
限
田
規
定
に
過
ぎ
ぬ
と
見
る
貼
で
あ
る。

「
占
」
の
意
味
を
初
期
の
研
究
で
は
車
に

「
占
有
」

「
限
制
」
等
と
解
し
て
い
た
が
、
今
日
の
大
勢
は
「
申
告
」

「
登
記
」
と
解
す
る
方
向

へ
傾
い
て
お
り
、
従
っ
て
「
占
田
」
の
意
味
も
以
前
の
「
私
回
の
占
有
」
や
「
限
田
」

か
ら
次
第
に
ご
定
の
範
囲
内
で
私
有
す
る
土
地
が
自

(

幻

)

己
申
告
に
よ
り
法
的
に
認
可
さ
れ
る
」
と
い
っ
た
意
に
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

「
占
」
の
字
義
を
「
申
告
L
I

「
登
記
」
と
解
す
る
の

名
数
(
戸
籍
)
を
失
っ
た
流
民
が
自
ら
郡
勝
に
申
告
し
戸
籍
に
登
録
、
編
戸
の
民
と
な
る

〈

幻

〉

こ
と
が
奨
勘
さ
れ
、
民
健
を
賜
興
さ
れ
た
事
例
は
少
な
く
な
い
。
所
謂

「
流
民
の
名
数
無
く
し
て
占
す
る
を
欲
す
る
者
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ

(

川

品

)

う
い
っ
た
「
占
芦
」
の
用
例
は
貌
晋
以
後
、
惰
唐
時
代
に
至

っ
て
も
な
お
見
ら
れ
る
。
「
占
戸
」
の
「
占
」
と
「
占
田
」
の
「
占
」
が
同
じ
か

否
が
は
こ
こ
で
一
白
一
措
く
。
だ
が
慣
に
同
じ
と
し
て
、
賓
の
と
こ
ろ

「
占
田
」
が
「
私
田
の
占
有
」
で
あ
れ
「
限
田
」
で
あ
れ
、

ま
た
「
私
田

は
漢
代
の
用
例
に
基
づ
く
。
漢
代
、

特
に
後
漢
期
、

の
自
己
申
告
」
で
あ
れ
、

そ
れ
ら
の
聞
に
本
質
的
な
匿
別
は
な
い
。
限
額
内
で
自
己
申
告
し
て
法
的
に
認
め
ら
れ
た
土
地
は
、
私
田
の
占
有
と
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J
も
が
惜
し
り
、

ま
た
あ
る
程
度
は
限
田
の
意
味
を
も
含
む
こ
と
に
な
る
。
食
貨
志
伯
、
官
人
の
官
口
問
に
慮
じ
た
占
田
蔭
客
規
定
に
あ
る
「
無
過
」
の

「
占
」
字
の
解
棒
で
既
に
先
に
説
明
し
た
よ
う
に
最
高
限
度
額
を
表
す
。
畢
寛

「
占
田
」
問
題
を
解
決
す
る
鍵
は
「
占
」
字
の
解
揮

に
あ
る
の
で
は
な
く
、
菅
初
に
民
聞
の
私
田
保
有
が
申
告
と
法
的
認
可
を
経
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
否
か
、
こ

の一

貼
に
あ
る
。

一
語
は
、

五
回
初
に
民
聞
の
私
田
が
申
告
・
圏
家
に
よ
る
登
録
を
経
て
法
的
に
認
可
さ
れ
た
こ
と
を
、
直
接
に
語
る
史
料
は
も
と
よ
り

一
片
も
な
い
。
推

測
の
糸
口
を
提
供
す
る
も
の
す
ら
見
出
し
が
た
い
。
な
る
ほ
ど
、
逼
鑑
巻
七
九
・

晋
泰
始
三
年
僚
に
は
、
司
隷
校
尉
李
憲
が
立
準
鯨
令
劉
友
・

前
向
書
令
山
溝
・
中
山
王
睦
・
尚
書
僕
射
武
肢
を
官
府
の
稲
田
を
侵
占
し
た
廉
で
弾
劾
し
た
こ
と
を
記
す
。
し
か
し
菅
武
一
帝
一
は
劉
友
を
死
刑
に

す
る
の
み
で
事
を
済
ま
せ
、

山
濡
ら
に
劃
し
て
は
何
の
慮
分
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
官
府
の
稲
田
を
侵
占
す
る
こ
と
が
貌
末
に
は
犯
罪
と
見
な

さ
れ
た
故
に
劉
友
は
罪
を
得
た
語
だ
が
、
だ
か
ら
何
ら
か
の
占
回
の
規
定
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
決
し
て
な
い
。
こ
う
言
う
と
或
い
は
、
占

回
が
卒
呉
後
に
規
定
さ
れ
た
と
す
る
論
者
の
非
難
を
受
け
る
か
も
知
れ
な
い
。
で
は
卒
呉
後
の
吠
況
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

耳
目
書
巻
四
六
・
李
重
俸
に
は
重
の
悟
和
へ
の
反
駁
を
載
せ
る
。
悟
和
は
時
政
の
宜
を
述
べ
る
中
で
王
公
以
下
の
奴
牌
敷
を
制
限
し
、
同
時
に

39 
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百
姓
の
田
宅
頁
却
を
禁
止
す
べ
き
を
主
張
す
る
が
、
そ
れ
に
劃
し
李
重
は
反
駁
の
上
奏
を
す
る
。
上
奏
文
中
、

「
人
の
田
宅
に
既
に
定
限
な
け

れ
ば
、
則
ち
奴
縛
も
宜
し
く
備
え
に
そ
の
数
を
制
す
べ
か
ら
ず
」
と
の
彼
の
言
葉
は
占
田
制
を
論
ず
る
上
で
物
議
を
醸
し
て
き
た
。
王
天
奨
氏

は
李
重
の
上
書
が
泰
始
九
年
(
二
七
二
)
に
な
さ
れ
た
と
推
測
、
そ
こ
か
ら
こ
の
後
制
定
さ
れ
た
占
田
制
は
限
田
の
性
質
と
作
用
を
持
つ
と
し

(

お

)

(

お

)

た
。
李
重
の
上
奏
の
時
期
に
つ
い
て
唐
長
講
氏
は
太
康
年
聞
と
し
、
の
ち
洪
序
氏
も
唐
氏
の
設
を
支
持
し
た
上
で
上
奏
時
期
を
具
盤
的
に
太
康

〈
幻
)

六
年
或
い
は
五
J
七
年
の
聞
と
し
て
い
る
。
王
・
唐
・
洪
三
氏
は
い
ず
れ
も
占
田
・
課
田
制
が
卒
呉
後
に
貧
施
さ
れ
た
と
す
る
論
者
で
あ
る
。

王
氏
は
、
卒
呉
後
に
占
田
制
が
制
定
さ
れ
た
の
は
必
然
で
あ

っ
た
と
い
う
。

し
か
し
唐
・
洪
雨
氏
の
考
査
に
よ
れ
ば
、
李
重
の
上
疏
が
泰
始
九

よ

っ
て
氏
の
言
う
必
然
性
な
る
も
の
に
は
信
頼
を
置
け
な
い
。

一
方
、

李
重
の
上
疏
が

「
人
の
田
宅
に
既
に
定
限
な
し
」
と
の
語
を
解
す
る
す
べ
が
な
く
、
唐
氏
の
よ
う

年
に
な
さ
れ
た
と
の
王
氏
の
設
は
明
ら
か
に
誤
り
で
、

太
康
年
聞
に
な
さ
れ
た
と
す
る
唐
・
洪
雨
氏
に
あ
っ
て
は
、

に
た
だ
「
政
府
す
ら
こ
の
法
律
の
数
力
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
推
測
的
に
述
べ
る
他
な
か
っ
た
。
文
献
に
は
民
聞
の
私
回
を
制
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限
し
た
よ
う
な
痕
跡
一
つ
見
い
だ
せ
な
い
こ
と
、
賓
例
の
上
で
も
占
団
法
に
設
か
れ
る
よ
う
な
制
限
を
受
け
た
様
子
の
見
え
な
い
こ
と
、
こ
れ

ら
か
ら
張
維
華
氏
は
占
団
法
を
立
案
さ
れ
な
が
ら
寅
施
は
き
れ
な
か
っ
た
も
の
と
見
る
。
宮
崎
氏
は
占
回
が
圏
家
か
ら
の
授
田
で
な
く
私
回
の

制
限
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
つ
つ
も
、
こ
の
時
期
に
私
田
を
制
限
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
性
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
ず
に
た
だ
「
こ
れ
以

上
超
過
の
分
を
渡
牧
す
る
と
い
う
の
で
も
な
く
、
単
に
以
後
の
業
井
を
制
限
す
る
と
い
う
法
令
に
過
ぎ
ぬ
」
と
推
測
す
る
の
み
で
あ
る。

以
上
の
諸
説
を
見
て
分
か
る
よ
う
に
、
占
回
規
定
を
私
回
の
制
限
、
或
い
は
定
額
内
で
の
申
告
制
度
と
見
る
と
説
明
に
苦
し
む
黙
が
寅
に
多

り
高
く
、 そ

れ
よ
り
寧
ろ

屯
田
民
ヵ:
園
家
の
編

占 E
固た

主 6圏、

典奮
壁屯
呂 田
のポ
屯私
回回
をと
慮た
理る}

Z雲
際ぞ
の-1-

塑遍
疋の
と定
見額
-c内

22 
てを

行
わ
せ
た
可
能
性
の
方
カ1

よ

か
つ
必
然
的
で
も
あ
る
。

即
ち
、

問
題
は
氷
解
す
る
の
で
あ

ヲ。。
曹
貌
の
屯
田
制
と
そ
の
崩
壊
に
つ
い
て
は
豊
富
な
研
究
の
蓄
積
が
あ
り
、
費
言
に
は
及
ば
な
い
。
目
下
、
大
多
数
の
見
解
が
屯
田
↓
課
回
移

行
設
を
唱
え
、
或
い
は
課
回
を
官
固
と
理
解
し
、
甚
だ
し
く
は
同
一
の
農
民
が
「
占
田
」

「
課
田
」
南
系
統
の
租
税
を
負
捲
し
、

ま
た
は
「
占



「
課
回
民
」
二
種
の
農
民
が
い
た
等
の
設
の
出
さ
れ
て
き
た
そ
の
原
因
は
、

課
回
規
定
と
田
租
額
の
誤
解
に
あ
る
。

筆
者
は
こ
れ
ら
諸

説
に
は
同
意
で
き
な
い
。
後
述
す
る
課
田
規
定
と
租
調
負
措
に
つ
い
て
の
筆
者
の
理
解
に
基
づ
け
ば
、
民
屯
鹿
止
以
後
、
蓄
屯
国
民
は
身
分
と

租
調
負
携
に
於
い
て
奮
来
の
郡
牒
民
と
な
ん
ら
差
別
さ
れ
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
民
屯
慶
止
の
際
、

奮
屯
田
を
整
理
す
る
に
嘗
た
っ
て

占
回
規
定
は
時
勢
に
麿
じ
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

回
民
」曹

細
腕
の
軍
屯
に
は
兵
士
の
他
に
専
ら
屯
固
に
従
事
す
る
「
田
兵
」
が
お
り
、
更
に
土
籍
に
属
す
る
兵
士
の
家
族
が
い
た
。

一
方
、
奥
曲演
官
に

属
す
る
民
屯
で
は
家
族
主
皐
位
と
し
て
個
々
の
家
で
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
民
屯
で
は
主
食
作
物
の
他
に
桑
・
蹴
が
生
産
さ

(

お

)

れ
、
更
に
屯
田
民
は
農
桑
の
生
産
の
他
に
雑
役
を
も
課
さ
れ
て
い
た
。
曹
貌
数
十
年
聞
の
屯
田
耕
作
を
経
て
、
屯
田
民
も
既
に
段
々
と
土
地
に

定
着
L
始
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
屯
国
民
は
身
分
・

負
捨
上
で
郡
牒
民
と
区
別
さ
れ
て
は
い
て
も
、

生
産
経
替
や
居
住
形
態
の
上
で
は

郡
勝
民
と
大
し
た
遣
い
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
故
に
政
府
の
主
導
で
奮
屯
田
の
分
割
が
進
め
ら
れ
た
時
、

蓄
屯
国
民
の
得
た
土
地
は
基
本
的

- 41ー

に
現
在
耕
し
て
い
る
土
地
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
賓
際
に
は
事
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
か

っ
た
に
違
い
な
い
。
各
屯
田
匡
の
猷
況

は
嘗
然
同
じ
で
は
な
く
、
或
い
は
同
じ
屯
田
区
で
あ
っ
て
も
、
屯
田
民
が
寅
際
に
耕
作
し
て
い
る
土
地
の
多
寡
、
肥
痩
、
遠
近
や
分
配
の
過
程

で
生
ず
る
色
々
な
ト
ラ
ブ
ル
は
、
屯
田
鹿
止
の
詔
一
つ
で
は
到
底
解
決
し
得
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
更
に
具
瞳
的
な
手
績
き
が
あ
っ
た
と
せ

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
手
績
き
の
全
貌
を
具
韓
的
に
知
る
の
は
難
し
い
が
、
屯
田
民
に
現
在
耕
作
す
る
土
地
を
申
告
さ
せ
、
典
農
官
が
登
記
簿

を
作
り

4

審
査
の
上
で
認
可
、
同
時
に
戸
籍
を
作
り
中
央
に
迭
附
す
る
こ
う
い
っ
た
過
程
は
十
分
に
想
像
で
き
る
し
、
ま
た
不
可
飲
で
も
あ

る
。
こ
の
一
連
の
過
程
こ
そ
が
、
筆
者
の
理
解
す
る
「
占
回
」
で
あ
る
。
無
論
、
異
瞳
的
な
分
配
の
手
績
き
は
各
屯
田
匿
の
典
農
官
が
寅
肢
に

鹿
じ
て
制
定
、
中
央
は
た
だ
原
則
的
な
方
針
を
決
め
る
の
み
で
あ

っ
た
ろ
う
。
こ
の
原
則
的
方
針
が
食
貨
志
同
の

「
男
子
占
回
七
十
畝
、
女
子

三
十
畝
」
に
記
録
を
と
ど
め
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

41 

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
占
田
規
定
中
の
「
男
子
」
「
女
子
」
の
解
樺
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
男
子
」
「
女
子
」
が
贋
く
一
般
の
男
性
女
性

を
指
す
か
、
或
い
は
特
別
な
劃
象
を
指
し
た
か
、
こ
の
臨
も
従
来
占
田
制
の
研
究
に
お
け
る
論
争
の
焦
貼
で
あ

っ
た
。
中
園
の
古
典
的
な
意
味
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「
男
子
」
と
は
一
家
の
家
長
を
指
す
。
後
漢
書
明
一
帝一
紀
、
中
元
二
年
(
五
七
)
夏
四
月
の
僚
に
は
「
そ
れ
天
下
の
男
子
に
震
を
賜
う
こ
と

人
ご
と
に
二
紐
、
三
老
・
孝
悌
・
力
団
は
人
ご
と
に
三
級
、
国
酎
公
乗
を
過
ぐ
れ
ば
子
若
し
く
は
同
産

・
同
産
子
に
移
興
す
る
を
得
、
及
び
流
入

で
は
、

の
名
放
な
く
自
占
を
欲
す
る
者
は
人
ご
と
に

一
級
」
と
あ
り
、
李
賢
注
は
前
書
一
音
義
を
引
き

「
男
子
と
は
戸
内
の
長
を
謂
う
」
と
す
る
。
こ
う

い
っ
た
古
典
的
解
穫
に
つ
い
て
は
西
嶋
定
生
氏
が
疑
義
を
呈
し
、

漢
代
の
賜
慢
の
詔
令
や
そ
の
他
の
「
男
子
」
に
関
わ
る
諸
例
を
分
析
し
た
上

(
m
U
)
 

で
、
男
子
と
は
官
職
を
持
た
ぬ
庶
民
の
男
子
一
般
を
指
し
、
家
長
や
長
子
に
限
ら
れ
ぬ
と
し
た
。
し
か
し
「
男
子
」
が
庶
民
男
子
の
汎
稽
た
る

を
誼
す
る
の
に
氏
が
使
っ
た
史
料
は
、
後
漢
書
列
惇
第
四

0
・
築
成
靖
王
俸
を
除
き
い
ず
れ
も
前
漢
の
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
氏
の
誼
す
る
通

り
前
漢
の
「
男
子
」
は
家
長
広
限
ら
れ
な
い
。

し
か
し
問
題
は
「
天
下
の
男
子
に
爵
を
賜
う
」
の
語
が
ほ
ぼ
後
漢
に
し
か
見
ら
れ
ず
、
前
漢
で

(

m
叫
〉

は
わ
ず
か
京
一
帝
建
卒
四
年
(
前
三
〉
の
一
例
し
か
見
い
だ
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
氏
の
引
い
た
集
成
靖
王
俸
中
、

「
男
子
」
章
諸
に
嫁
い
で
妻
と
な
っ
た
と
い
う
「
男
子
」

は
、
後
漢
で
は
或
い
は
特
殊
な
用
例
で
あ
り
、
そ
の
た
め
李
賢
は
特
に
こ
こ
に
「
男

肢
庭
技
人
の
亥
置
が

子
と
稽
す
る
は
官
爵
な
け
れ
ば
な
り
」
と
注
を
加
え
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

つ
ま
り
前
漢
の
「
男
子
」

の
用
例
を
以
て
直
ち
に
後
漢
の
「
天
下
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の
男
子
に
爵
を
賜
う
」
の
「
男
子
」
の
意
味
を
誼
明
す
る
方
法
に
は
甚
だ
疑
問
が
持
た
れ
る
の
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
中
元
二
年
の
賜
爵
の
詔

に
「
届
酎
公
乗
を
過
ぐ
れ
ば
子
若
し
く
は
同
産

・
同
産
子
に
移
興
す
る
を
得
」
と
あ
る
の
は
、

同
一
戸
内
で
家
長
以
外
の
男
子
は
一

般
に
簡
を
受

け
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
が
如
く
で
あ
る
。

そ
し
て
家
長
の
爵
位
が
民
団
肘
第
八
級
の
公
乗
を
過
ぎ
た
時
、

漢
代
霞
制
で
は
民
震
が
公
乗
を
超
え

(

況

〉

ら
れ
ぬ
決
ま
り
で
あ
っ
た
た
め
、
超
過
分
を
息
子
か
同
居
す
る
兄
弟
及
び
そ
の
子
に
譲
興
す
る
ご
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
後
漢
の
「
男
子
」

の
用
法
は
前
漢
か
ら
獲
化
し
た
よ
う
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
男
子
」
を
庶
民
男
子
の
汎
稿
と
す
る
よ
り
、

寧
ろ
古
典
的
な
理
解
に
従
い
庶
民
民

戸
の
家
長
と
見
た
方
が
よ
り
安
嘗
で
あ
る
。

漢
代
の
賜
健
制
度
で
は
家
長
が
寓
位
を
受
け
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
。
漢
書
文
一帝
紀
中
、
文
一
帝
卸

位
後
に
「
民
に
爵
一
紐
を
賜
う
」
と
あ
り
、
師
古
注
に
「
爵
を
賜
う
と
は
一
家
の
家
長
こ
れ
を
得
る
を
謂
う
な
り
」

と
す
る
。
こ
の
解
鐸
に
は

一
定
の
道
理
が
あ
る
。
同
様
に
「
女
子
」
も
庚
く
庶
民
の
女
子
を
指
す
の
で
は
な
く
、

専
ら
戸
主
の
妻
を
指
し
て
い
る
。

「
女
子
」
の
語
義
の

考
謹
は
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
現
に
中
園
で
は
今
日
に
至
る
ま
で
「
男
子
」
で
戸
主
の
男
子
、

「
女
子
」
で
戸
主
の
妻
を
指
す
と

一
般
に
は



意
識
さ
れ
て
い
る
。
故
に
「
占
田
」
規
定
中
の
「
男
子
」
を
戸
主
の
男
子
、

「
女
子
」
を
戸
主
の
妻
と
見
て
大
過
は
な
レ
で
あ
ろ
う
。

「
占
田
」
規
定
中
の
「
男
子
は
占
田
七
十
畝
、
女
子
は
三
十
畝
」
と

は
一
夫
一
婦
か
ら
成
る
小
農
家
族
が
奮
屯
田
を
受
け
取
る
際
、

最
高
限
度
額
が
一

O
O畝
で
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
無
論
こ
れ
は

「
男
子
」
が
戸
主
、

「
女
子
」
が
戸
主
の
、妻
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、

各
戸
が
等
し
く
一

O
O畝
を
給
付
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
単
に
そ
れ
は
最
高
限
度
額
に
過
ぎ
な
い
。
嘗
時
ふ
つ
う
二
人
の
第
働
力
を
持
つ

自
作
農
が
耕
し
得
た
耕
地
は
五

O
畝
前
後
で
あ
り
、
大
多
数
の
奮
屯
田
民
が
寅
際
に
耕
作
し
得
た
食
糧
作
物
用
の
耕
地
も
こ
の
程
度
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
。
食
糧
生
産
用
地
に
桑
蹴
の
用
地
や
宅
地
、
野
菜
畑
な
ど
を
加
え
れ
ば
大
瞳
七

O
畝
程
度
で
、
こ
の
耕
地
保
有
は
漢
代
以
来
の
毎
戸
卒

(
幻
〉

均
六
、
七

O
畝
と
い
う
数
と
大
差
な
い
。

い
わ
ゆ
る
「
占
回
」
と
は
も
と
よ
り
従
来
理
解
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
民
聞
の
私
田
の
制
限
や
限
額
内
申
告
の
規
定
で

ま
た
年
齢
身
分
を
問
わ
ず
あ
ら
ゆ
る
男
女
が
占
有
し
う
る
土
地
面
積
の
規
定
で
も
な
く
、
蓄
典
農
官
が
屯
田
を
分
譲
す
る
際
に

奮
屯
田
民
の
占
有
し
う
る
土
地
の
最
高
額
を
示
し
た
、
原
則
的
な
規
定
で
あ
る
。
奮
屯
田
は

一
度
占
有
さ
れ
れ
ば
以
後
は
各
農
戸
の
私
有
地
と

な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
泰
始
二
年
後
間
も
な
く
貌
と
奮
萄
の
地
の
民
屯
が
整
理
さ
れ
る
と
、
こ
の
規
定
は
た
だ
ち
に
存
在
意
義
を
失

っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
呉
の
卒
定
後
、
こ
の
奮
規
定
は
も
う
一
度
使
わ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
太
康
二
年
(
二
八
一
〉
に
奮
英
領
の
屯
田
を

以
上
を
ま
と
め
る
と
、

も
な
け
れ
ば
、
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慮
理
し
終
え
た
時
、
そ
の
歴
史
的
使
命
を
完
全
に
終
え
た
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
文
献
に
民
聞
の
私
田
を
制
限
し
た
痕
跡
の
全
く
見
出
さ
れ
な
い

こ
と
や
、
寅
例
中
で
も
占
団
法
に
言
わ
れ
る
よ
う
な
制
限
を
受
け
た
形
跡
の
な
い
こ
と
を
怪
し
む
必
要
は
少
し
も
な
い
。
更
に
、
占
田
が
戸
で

「
女
子
」
を
劃
象
と
し
、
ま
た
占
回
額
が
「
百
畝
」
と
な

っ
て
い
る
の
は
皐
に
ご
夫
百
畝
」
の
俸
統
的
観
念
を
縫
承
し
て

い
る
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
「
占
田
百
畝
」
と
は
、
加
藤
繁
氏
の
よ
う
に
畝
制
の
襲
化
を
考
慮
せ
ず
に
「
嘗
時
の
一
家
の
生
活
に
必
要
な

(

日

出

)

大
き
さ
と
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
土
地
享
有
の
最
小
限
で
あ
っ
て
、
最
大
限
を
定
め
る
限
田
で
は
な
い
」
と
す
べ
き
で
は
な
く
、
ま
し
て
藤
家
躍

(

鈍

)

之
助
氏
や
伊
藤
敏
雄
氏
・
渡
漫
信
一
郎
氏
の
よ
う
に
租
調
の
劃
象
と
な
る
土
地
と
す
べ
き
で
も
な
い
。

は
な
く
「
男
子
」

43 
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第

節

い
わ
ゆ
る
「
課
回
」
に
つ
い
て

従
来
の
研
究
で
は

占
回
以
上
に
課
回
を
め
ぐ
る
論
争
が
よ
り
活
設
に
な
さ
れ

て
き
た
。

日
本
で
は
屯
田
↓
課
田
設
の
影
響
の
も
と
、

占

田
・
課
田
の
組
み
合
わ
せ
で
は
遣
い
が
あ

っ
て
も
、
絶
劃
多
数
の
説
(
中
で
も
A
設
と
B
I、
E
設
)
は
い
ず
れ
も
課
田
を
農
民
に

「
割
り
嘗
て

」

ら
れ
た
宮
田
(
奮
奥
農
官
管
下
の
奮
屯
田
と
そ
の
他
の
官
回
を
含
む
)
と
し
て
お
り
、

」
の
黙
で
は
比
較
的
一

致
し
て
い
る
と
言
え
る
。
よ
っ
て
課

回
は
一
種
の
田
制
で
あ
り
、
所
有
制
の
上
で
は
園
家
的
土
地
所
有
制
の
性
質
を
持
つ
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
課
回
を
耕
作
す
る
こ
と
は
、
従
つ

て
一
種
の
強
制
・
牟
強
制
的
な
行
魚
と
見
ら
れ
て
き
た
。

中
園
の
撃
界
に
も
課
田
を
官
回
と
す
る
見
解
は
あ
り
、

(

お

)
る
。
こ
の
見
解
は
日
本
の

B
E設
に
極
め
て
近
い
。
た
だ
、
こ
の
種
の
「
傍
役
地
租
読
」

と
も
呼
ぶ
べ
き
見
解
は
中
園
で
は
少
数
涯
に
麗
し、

占
回
の
牧
穫
は
生
産
者

に

課
回
の
牧
穫
は
全
て
乃
至
大
半
が
政
府
に
蹄
す
と
す

そ
の
他
に
も
多
様
な
説
が
出
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)

制
説
」
で
あ
る
。
筆
者
は
、
先
に
結
論
を
言
え
ば
後
者
の
課
回
H
税
創
設
に
賛
成
す
る
。
た
だ
、
具
瞳
的
な
黙
で
は
先
撃
と
大
き
く
見
解
を
異

一
九
五

0
年
代
以
後
の
研
究
に
つ
い
て
言
え
ば
、
注
目
に
値
す
る
の
は
「
督
課
耕
回
読
」
と

「税

- 44ー

に
す
る
所
も
多
い
。
以
下
、
都
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

氏
は
「
占
田
」

西
五
日
期
に
「
課
回
」
と
呼
ば
れ
る
土
地
か
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
鈴
木
俊

(

幻

〉

「
課
回
」
が
具
韓
的
な
も
の
を
指
す
名
詞
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
卒
中
苓
次
氏
の
設
に
賛
同
し
な
が
ら
も
、
「
課
回
」
が
政
府

(

お

)

よ
り
占
回
の
封
象
外
の
丁
男
女
と
奮
屯
田
民
に
「
割
り
嘗
て
」
ら
れ
る
官
田
で
あ
る
と
す
る
。
鈴
木
氏
も
な
お

「
課
田
」
を
貧
睦
と
し
て
存
在

課
目
、
が
田
制
で
あ
る
と
の
読
に
立
て
ば
、

し
た
も
の
と
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
中
園
で
は
、

「
督
諜
耕
回
読
」
を
唱
え
た
唐
長
諸
氏
が
そ
の
後
の
研
究
で
奮
設
に
修
正
を
加
え
、
督
課

(

ぬ

〉

(

川

叫

)

の
劃
象
と
な
っ
た
土
地
も
ま
た
「
諜
回
」
と
呼
ば
れ
た
と
し
た
。
高
敏
氏
も
こ
の
説
を
主
張
す
る
。
つ
ま
り
唐
氏
の
「
督
課
耕
因
説
」
と
高
氏

の
「
税
制
説
」
の
背
後
に
も
、

「
課
田
」
と
呼
ば
れ
る
土
地
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
唐
氏
が
奮
設
を
修
正
し
た
根
援
と
な
る
北
斉

の
「
標
異
郷
義
慈
恵
石
柱
頭
」
中
の
「
世
業
課
回
」

「
課
田
」
は
既
に
均
田
制
が
敷
か
れ
て
い
る
北
費
時
代
の
用
語
で
、

」
れ
が
西
五
日
時
代
の



「
課
閏
」
と
全
く
同
じ
意
味
で
あ
る
と
直
ち
に
断
定
し
て
よ
い
も
の
か
、
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
筆
者
の
目
に
は
、
以
上
の
商
読
と
も
些
か
性

急
な
飛
躍
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
西
膏
の
「
課
田
」
の
語
と
は
特
定
の
土
地
で
は
な
く
、
「
課
田
」
と
呼
ば
れ
る
土
地
は
存
在
し
な
か

っ
た
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

「
課
田
」
と
は
「
回
畝
に
臨
応
じ
て
税
を
課
す
」
の
意
で
あ
り
、

課
税
の
封
象
は
田
畝
で
あ
っ
た
。

即
ち
「
課

回
」
と
は
土
地
税
の
課
税
封
象
に
闘
す
る
一
つ
の
規
定
で
あ

った、

こ
れ
が
筆
者
の
見
解
で
あ
る
。

同
じ
く
「
課
回
」

H
税
制
設
を
唱
え
る
諸
家
の
中
で
も
、
課
税
制
到
象
に
つ
い
て
は
説
が
大
き
く
分
か
れ
る
。
王
天
奨
氏
に
よ
れ
ば
、

課
回
は

人
民
が
貫
際
に
耕
作
す
る
土
地
面
積
で
は
な
く
、
政
府
が
諸
朕
況
に
鷹
じ
て
提
示
し
た

一
定
の
土
地
面
積
を
規
準
と
し
て
課
さ
れ
る

「
按
戸
徴

(
打
出
〉

牧
定
額
租
」
で
あ
る
。
同
じ
く
課
田
リ
税
制
設
を
唱
え
る
高
敏
氏
は
、
丁
敷
に
慮
じ
て
徴
税
す
る
所
謂
「
丁
租
」
制
読
を
強
く
主
張
す
る
。

周

(

必

)

園
林
氏
は
「
丁
」
ど
「
戸
」
特
に
前
者
が
賦
税
徴
牧
の
主
な
基
礎
と
な
っ
た
と
す
る
。
一重
超
氏
に
よ
れ
ば
丁
数
に
臆
じ
て
算
出
し
た
畝
数
を
も

(

円

相

)

と
に
課
税
、
畝
数
に
は
定
額
が
あ
り
従
っ
て
税
も
定
額
に
固
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
課
税
劃
象
の
理
解
は
近
年
い
よ
い
よ
混

凱
し
て
き
で
い
る
。
筆
者
の
考
え
で
は
、
西
耳
目
の
「
課
回
」
と
は
つ
ま
り
土
地
税
の
徴
牧
で
あ
り
、
そ
の
封
象
は
戸
や
丁
で
は
な
く
、
ま
し
て

戸
と
丁
の
配
合
で
も
な
く
、
農
民
が
賓
際
に
耕
作
す
る
土
地
で
あ
る
。
理
由
は
次
の
逼
り
で
あ
る
。
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ま
ず
、
西
菅
時
代
に
田
畝
に
臆
じ
て
徴
税
を
し
た
形
跡
が
文
献
中
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
音
書
巻
九
O
良
吏
俸
に
よ
れ
ば
、

始
の
初
年
に
波
郡
太
守
と
な
り
優
れ
た
治
績
を
あ
げ
、
武
帯
は

今
、
司
隷
校
尉
石
墨
の
上
る
ら
く
、
汲
郡
太
守
主
宏
、
百
姓
を
勤
値
し
教
化
に
方
あ
り
、
開
荒
を
督
動
す
る
こ
と
五
千
蝕
頃
、
而
も
熟
田

王
宏
は
泰

に
常
諜
あ
り
頃
田
減
ぜ
ず
。

と
褒
賞
の
詔
を
下
し
た
と
い
う
。
王
宏

へ
の
褒
辞
中
、

の
関
係
は
見
ら
れ
な
い
。
更
に
喜
文
類
家
巻
六
五
「
産
業
部
・

農」

に
引
く
東
暫
「
勘
農
賦
」
に
は
、

唯
れ
百
里
の
吏
を
置
く
や
、
各
お
の
区
別
し
て
曹
を
異
に
す
。
治
民
の
賎
職
を
考
う
る
に
、
美
は
動
農
よ
り
嘗
る
は
莫
し
。

一
里
の
擢
を

専
ら
に
し
、
百
家
の
勢
を
撞
に
す
。
青
幡
に
至
り
、
遊
惰
を
禁
ず
る
に
及
び
て
は
、
回
賦J
出
制
剖
園
川
珂
割
削
副
叫
創
川
副
割
削

「
課
」
税
が
「
頃
田
」
と
密
に
関
係
し
て
お
り
、

一
方

「
丁
」
や
「
戸
」
ロ
の
増
加
と

45 
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口
に
決
す
。
鏡
を
受
く
る
は
肥
踊
に
あ
り
、
力
を
得
る
は
美
酒
に
あ
り
。

と
あ
る
。
Z

白
書
巻
五
一
束
哲
俸
に
よ
れ
ば
、
彼
が
「
動
農
賦
」
を
書
い
た
の
は
太
康
年
間
ら
し
い
。
彼
の
詠

っ
た
賦
が
現
寅
を
描
い
た
も
の
と

西
広
田
期
に
は
土
地
税
を
徴
牧
す
る
前
に
ま
ず
勤
農
の
小
更
が
各
戸
の
寅
際
に
耕
作
す
る
「
頃
回
」
数
を
調
べ
、
土
地
の
「
良
薄
」
を

審
査
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
に
基
づ
き
租
額
を
決
定
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
方
法
は
貧
は
漢
代
以
来
の
俸
統
を
持

っ
て

い
る
。
無

論
こ
う
い
っ
た
回
畝
調
査
は
毎
年
必
ず
行
わ
れ
る
語
で
は
な
く
、
租
額
は
あ
る
程
度
固
定
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
東
哲
「
動
農
賦
」

(

U

H

)

 

西
亙
日
期
に
は
田
畝
に
腰
じ
て
税
を
課
し
て
い
た
可
能
性
の
極
め
て
高
い
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、

す
れ
ば
、

か
ら
、

「定
額
戸
租
読
」

「
丁
租
設
」
や

「
丁
戸
結
合
設
」
は
、
食
貨
志
と
菅
故
事
の
侠
文
か
ら
推
測
さ
れ
る
以
外
に
、
何
一
つ
傍
護
材
料
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。

先
述
の
よ
う
に
、

り
、
そ
れ
と
比
べ
て
丁
女
の
耕
作
能
力
は
よ
り
低
く
、
未
成
年
や
老
年
の
衣
丁
男
な
ら
丁
女
よ
り
も
更
に
低
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て一

次
に
、
第
働
生
産
性
の
面
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

皐
地
農
業
の
場
合
丁
男

一
人
の
第
働
力
の
限
度
は
二

O
畝
前
後
で
あ

夫
一
婦
を
中
心
と
す
る
自
営
小
農
家
族
の
耕
作
能
力
は
五

O
畝
前
後
と
な
る
。
こ
の
限
度
を
超
え
れ
ば
、
荒
れ
地
の
ま
ま
放
っ
て
お
く
か
、
や

む
を
得
ず
「
庚
種
薄
牧
」
を
行
う
か
、
絵
っ
た
土
地
を
小
作
に
出
す
か
に
な
ろ
う
が
、
農
村
の
紐
封
多
数
を
占
め
る
自
営
小
農
家
族
が
こ
れ
ら
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の
方
法
を
と
っ
た
と
は
想
像
し
が
た
い
。
こ
う
考
え
た
上
で
先
行
研
究
を
見
れ
ば
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
依
陥
が
一
目
瞭
然
と
な
る
。
先
行
諸

は
二
十
畝
、
次
丁
男
は
之
に
半
ば
し
女
は
則
ち
課
せ
ず
」
を
「
丁
男
の
戸
」

一
夫
一
婦
・
一
次
丁
男
の
家
族
が
耕
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
所
謂
「
課
田
」
は
、
最
も
控
え
め
な

B
E読
で
計
算
し
て
も
な

こ
れ
は
到
底
達
成
し
得
な
い
生
産
目
標
で
あ
る
。
食
貨
志
伺
・
逼
血
ハ
似
の

「
丁
男
は
課
田
五
十
畝
、
丁
女

「衣
丁
男
戸
」
に
分
け
て
考
え
て
は
ど
う
だ
ろ
う

そ
こ
で
、

研
究
の
計
算
に
よ
れ
ば
、

お
九
五
畝
に
も
な
る
。

「
丁
女
の
戸
」

か
。
先
に
結
論
を
言
え
ば
、
筆
者
は
そ
の
考
え
に
賛
成
す
る
。

最
初
に
そ
の
考
え
を
出
し
た
の
は
王
天
奨
氏
で
あ
る
。
氏
は
晋
故
事
侠
文
山
の
「
九
そ
民
丁
の
課
回
は
夫
ご
と
に
五
十
畝
、
牧
租
は
四
刷所
、

絹
三
疋
、
綿
三
斤
」
に
注
目
し
た
。

「絹
三
疋
、
綿
三
斤
」
が

一
戸
の
出
す
戸
調
で
あ
る
以
上
、

「
夫
五
十
畝
」
も

一
戸
の
耕
す
土
地
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
食
貨
士
山
・
通
奥
の
「
丁
男
は
課
田
五
十
畝
」
も
貧
際
は

「
丁
男
の
戸
は
課
回
五
十
畝
」
の
意
で
あ
っ
た
と
氏
は



(
日
制
)

推
論
し
た
。
王
氏
の
こ
の
読
は
直
ち
に
高
志
辛
・
柳
春
藩
氏
ら
か
ら
「
算
術
式
」
推
算
と
し
て
批
剣
さ
れ
た
。

(
M
W
〉

設
は
な
お
批
剣
を
受
け
積
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
批
判
の
焦
貼
は
「
夫
」
と
「
丁
男
」
の
字
義
の
解
揮
に
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
夫
」
を
一
人
の
成

一
九
八

0
年
代
に
至
る
ま
で
王

年
男
子
と
解
し
て
い
る
。

「
菅
故
事
」
侠
文
の
「
夫
」
と
食
貨
志
・
遁
典
の
「
丁
男
」
と
が
同
義
か
濯
う
意
味
か
は
、
思
に
字
面
か
ら
で
は
剣

定
し
が
た
い
。

「
夫
」
の
俸
統
的
な
字
義
は
「
一
夫
一
婦
」
か
ら
成
る
家
族
だ
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
確
か
に
成
年
男
子
を
指
す
こ
と
も
あ
る

し
か
し
耕
作
能
力
と
い
う
黙
か
ら
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
と
き
、
王
読
の
合
理
的
な
こ
と
が
分
か
る
。
即
ち
、
丁
男
を
戸
主

と
す
る
「
丁
男
戸
」
で
は
、
そ
の
回
租
(
圏
税
)
は
卒
均
的
な
五

O
畝
の
耕
地
を
規
準
に
課
さ
れ
、
丁
女
を
戸
主
と
す
る
「
丁
女
戸
」
(
寡
婦
か

ハ
父
母
と
も
死
去
し
家
に
成
年
の
兄
が
い
な
い
か
、
老
い
て
子
が
い
な
い
)

か
ら
で
あ
る
。

男
子
が
残
疾
等
)
で
は
二

O
畝
を
、
茨
丁
男
を
戸
主
と
す
る
「
次
丁
男
戸
L

「
女
は
則
ち
諜
せ
ず
」
の
「
女
」
と
は
多
く
の
読
に
言
わ
れ
る
よ
う
に

「
衣
丁
女
」
の
意
で
あ
る
。
言
い

で
は
一

O
畝
を
規
準
に
課
さ
れ
る
。

換
え
れ
ば
次
丁
女
を
戸
主
と
す
る
「
衣
丁
女
戸
」

で
あ
る
。

ヂこ
れ
ら
各
種
の
戸
中
、

(
父
母
と
も
に
死
去
し
家
に
兄
ら
が
い
な
い
)
は
土
地
が
あ
っ
て
も
課
税
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と

「
丁
女
戸
」

「
次
丁
男
戸
」

「
次
丁
女
戸
」
の
比
率
は
嘗
然
低
か
っ
た
は
ず
で
、
絶
劃
多
数
は
「
丁
男
戸
」
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で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
租
調
を
概
述
し
た
耳
目
故
事
侠
文
の
中
で
「
丁
男
戸
」
以
外
の
戸
が
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
の
も
決
し
て
不
思
議

で
は
な
い
。

ず
」
を
「
丁
男
戸
」

次
丁
男
は
之
に
半
ば
し
女
は
則
ち
課
せ

「
次
丁
男
戸
」
「
衣
丁
女
戸
」
に
分
け
て
理
解
す
る
こ
と
で
王
天
奨
氏
の
読
を
補
強
し
た
。
た
だ
、

「
丁
男

「
丁
女
戸
」
と
い
っ
た
語
を
使
う
と
、
容
易
に

「
按
戸
徴
牧
定
額
租
」
の
枠
内
に
陥
り
か
ね
な
い
。
事
賞
、
王
氏
自
身
「
定
額
戸
租
」
読

を
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
課
田
は
賓
際
の
耕
作
畝
敢
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
嘗
時
の
客
観
的
扶
況
に
鷹
じ
耕
作
の
貫
肢
を
も
吟
味
し
た
上
で
、

政
府
が
一
定
の
畝
数
を
規
準
と
し
て
決
め
、
戸
ご
と
に
定
額
租
を
徴
牧
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
法
規
の
「
劃
劃
」
か
ら
見
た
と

「
丁
女
戸
」

以
上
、

筆
者
は
耕
作
能
力
の
黙
か
ら

課
田
規
定
の
「
丁
男
は
課
田
五
十
畝
、

丁
女
は
二
十
畝
、

戸き
確
か
に
課
回
は
「
按
戸
徴
牧
定
額
租
」
で
あ
る
か
に
見
え
る
。

し
か
し
、
あ
た
か
も
次
に
述
べ
る
「
絹
三
匹
綿
三
斤
」
の
「
戸
調
」
が
按
戸

47 

定
額
徴
牧
で
は
な
く
車
に
原
則
的
な
徴
牧
の
規
準
に
過
ぎ
な
い
の
と
同
様
、
課
田
の
畝
数
も
ま
た
政
府
が
地
方
の
末
端
機
構
に
輿
え
た
、

田
租
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徴
牧
の
際
の
一
つ
の
規
準
に
過
ぎ
な
い
。
地
方
の
末
端
機
構
が
貧
際
に
田
租
を
徴
牧
す
る
際
に
は
、
先
引
耳
墨
田
良
吏
停
や
「
勤
農
賦
」
に
見
ら

結
合
で
も
な
く
、

れ
る
よ
う
に
、
な
お
人
民
が
貧
際
に
耕
作
し
て
い
る
畝
数
を
も
と
に
徴
牧
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
一
見
「
按
戸
徴
牧
定
額
租
」
の
よ

う
に
見
え
な
が
ら
、
課
団
法
の
「
本
質
」
は
「
按
田
畝
課
税
」
で
あ
る
。
よ
っ
て
西
菅
の
田
租
は
「
戸
租
」
や
「
丁
租
」
、
無
論
そ
の
雨
者
の

「
畝
租
」
で
あ
る
。
調
は
戸
に
よ
り
、
租
は
畝
に
よ
る
と
い
う
租
調
趨
系
は
、
寅
は
曹
貌
の
そ
れ
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
で

西
E

自
の
戸
調
に
閲
す
る
問
題
と
と
も
に
衣
章
で
扱
い
た
い
。

つ
ま
り

は
、
そ
の
租
額
は
ど
れ
く
ら
い
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
を
、

第
三
章

西
奮
の
租
調
徴
牧
燈
系

周
知
の
よ
う
に
、
後
漢
末
の
建
安
年
問
、
宙
日
操
は
華
北
を
統
一
す
る
過
程
で
新
た
な
時
代
の
潮
流
に
針
鹿
す
ベ
く
、
漢
代
の
田
租
・
口
算
賦

を
主
と
す
る
賦
税
謹
系
を
麿
止
し
、
新
た
な
賦
税
徴
牧
法
を
制
定
公
布
し
た
。
こ
の
新
た
な
賦
税
盟
系
は
、
畝
数
に
麿
じ
て
徴
牧
さ
れ
る
田
租

と
戸
に
慮
じ
て
徴
牧
さ
れ
る
戸
調
絹
綿
の
二
大
項
目
か
ら
な

っ
て
お
り
、
こ
れ
が
租
調
徴
牧
盟
系
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
盟
系
は
衣

の
西
耳
目
王
朝
に
踏
襲
さ
れ
、
西
菅
の
税
制
も
同
じ
く
田
租
と
戸
調
の
二
大
項
目
か
ら
成
っ

て
い
る
。
曹
貌
の
租
調
制
、
特
に
そ
の
租
額
の
問
題

(
U〉

に
つ
い
て
筆
者
は
先
に
専
論
で
述
べ
て
い
る
。
以
下
、
先
に
述
べ
て
き
た
西
耳
目
の
占
回
・
課
田
に
つ
い
て
の
認
識
を
も
と
に
、

ま
た
前
稿
の
延
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長
線
上
に
、
西
菅
期
の
租
調
徴
牧
盟
系
に
つ
い
て
個
人
的
な
見
解
を
述
べ
て
み
た
い
。

第

節

「
戸
調
之
式
」
と
西
菅
租
調
制
度
の
成
立

食
貨
志
は
先
の
付

1
伯
ま
で
の
規
定
の
頭
に
「
制
戸
調
之
式
」
を
冠
し
て
お
り
、
あ
た
か
も
七
項
目
い
ず
れ
も
が

「戸
調
之
式
」

で
あ
る
か

の
印
象
を
受
け
る
。
事
寅
、
従
来
こ
れ
ら
の
項
目
全
て
を
「
戸
調
之
式
」
と
見
な
し
た
研
究
者
は
少
な
く
な
い
。
程
樹
徳
は
九
朝
律
考
・
2

日
律

(
崎
明
)

考
の
中
で
、
「
令
」
の
例
と
し
て
財
を
除
き
ハ
円
j
付
金
て
を
西
晋
の
「
戸
調
令
」
と
見
て
い
る
。
仁
井
田
陸
氏
は
唐
令
拾
遣
で
ハ
門
J
伺
を
西
耳
目

(

品

目

)

(

印

)

の
「
戸
調
令
」
と
見
、
付
の
夷
人
に
劃
す
る
課
税
規
定
は
除
外
し
て
い
る
。
仁
井
田
氏
の
見
解
に
賛
同
す
る
の
は
鈴
木
俊
氏
で
あ
る
。
財
が



「
戸
調
之
式
」
に
属
さ
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
曾
我
部
静
雄
氏
は
西
耳
目
の
泰
始
令
に

「
戸
調
令
」

の
ほ
か

「佃
令
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

(

日

〉

こ
の
「
佃
令
」
を
「
回
令
」
の
誤
り
と
し
、
同
の
庶
民
占
回
規
定
以
下
の
内
容
は
「
戸
調
之
式
」
と
性
質
を
具
に
し
「
回
令
」
に
属
す
べ
き
も

(

臼

)

の
で
、
こ
れ
を
「
戸
調
之
式
」
と
見
る
理
由
は
な
い
と
し
た
。
の
ち
堀
敏
一
氏
も
同
様
の
設
を
出
し
、
「
戸
調
令
」
に
属
す
る
の
は
付
匂
の
み

(

臼

)

で
、
同
帥
の
占
田
・
課
田
は
「
田
令
」
に
、
伺
の
丁
中
は
「
戸
令
」
に
属
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
諸
説
は
明
ら
か
に
分
か

れ
る
。
音
令
は
既
に
散
逸
し
て
お
り
、
そ
の
賓
の
委
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「戸
調
」
の
語
の
原
義
か
ら
す
れ
ば
、
単
に
戸
に
麿
じ
て
徴

放
す
る
絹
と
綿
を
指
し
た
は
ず
で
、
そ
の
意
味
で
は
曾
我
部
・
堀
南
氏
の
設
も
道
理
が
無
く
は
な
い
。
だ
が
、

唐
令
に
回
令
が
あ

っ
て
菅
令
に

は
な
い
か
ら
と
言
っ
て
「
佃
令
」
を
「
田
令
」
の
誤
り
と
す
る
曾
我
部
説
、

更
に
同
設
に
賛
同
し
伺
の
丁
中
規
定
が
戸
令
に
属
し
た
可
能
性
が

あ
る
と
す
る
堀
読
に
は
、
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
「
佃
令
」
に
つ
い
て
は
具
瞳
的
な
篠
文
は
知
る
由
も
な
い
も
の
の
、
公
団
の

佃
課
に
閲
す
る
法
規
で
あ

っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
曾
我
部
氏
が
「
佃
令
」
を
「
回
令
」
と
誤
解
し
た
語
は
、
氏
の
「
課
田
」
の
理
解
に
あ

る
。
筆
者
は
も
と
よ
り
「
課
回
」
を
田
制
で
な
く
税
制
と
理
解
し
て
お
り
、
そ
れ
に
従
え
ば
「
課
回
」
規
定
は
「
回
令
」
の
一
部
と
な
る
は
ず

が
な
い
。
決
に
、
音
令
四

O
篇
の
篇
目
は
唐
六
典
巻
六

・
刑
部
員
外
郎
僚
に
記
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
「
戸
令
」
は
な
く
、
よ
っ
て
伺
を
戸
令
の

- 49-

一
部
と
す
る
堀
設
も
安
嘗
で
は
な
い
。
菅
令
四

O
篇
の
中
で
土
地
・
財
政
・
賦
税
制
度
と
関
係
が
あ
り
そ
う
な
篇
目
と
し
て
は
戸
調
令

・
佃

令
・
復
除
令
・
開
市
令
が
奉
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
編
戸
の
土
地
・
課
税
・
丁
中
と
関
係
す
る
の
は
戸
調
令
に
隈
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
よ
っ

て
次
の
よ
う
に
推
測
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
威
照
元
年
に
耳
目
令
を
制
定
し
始
め
た
段
階
で
は
、
庶
民
の
土
地
・
課
税
・
丁
中
等
に
闘
す
る
法

規
は
ま
だ
唐
代
の
よ
う
に
戸
令
・
田
令
・
賦
役
令
な
ど
と
細
か
く
分
か
れ
て
は
お
ら
ず
、
た
だ
戸
調
令
一
篇
で
こ
れ
ら
の
内
容
を
包
括
し
て
い

た
、
と
。
こ
の
推
測
が
誤
り
で
な
い
な
ら
、
食
貨
志
付
J
併
の
諸
規
定
は
い
ず
れ
も
戸
調
令
の
内
容
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
開
ち
こ
の

一
段
の

史
料
の
扱
い
に
つ
い
て
、
筆
者
は
程
樹
徳
読
に
賛
同
す
る
。

但
し
西
五
回
の
戸
調
徴
牧
規
定
が
以
上
の
食
貨
志
村
口
の
み
で
あ
っ
た
か
と
言
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。

戸
調
の
徴
牧
と
密
接
に
闘
係

49 

す
る
史
料
と
し
て
な
お
次
の
二
つ
を
奉
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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其
れ
越
郡
・
中
山
・
常
山
園
の
綴
を
織
り
て
絹
に
嘗
つ
る
者
、
及
び
徐
慮
の
常
に
疎
布
を
殺
り
て
綿
絹
に
嘗
つ
る
者
は
、
鎌

一
疋
も
て
絹

六
丈
に
嘗
て
、
疎
布
一
疋
も
て
絹
一
疋
に
嘗
て
、
絹
一
疋
も
て
綿
三
斤
に
嘗
つ
。

其
れ
上
議
及
び
卒
陽
は
上
航
二
十
二
斤
・
下
腕
三
十
六
斤
を
較
し
て
絹
一
疋
に
嘗
て
、

(
初
筆
記
巻
二
七
貸
器
部
・
絹
第
九
所
引
耳
目
令
)

庭
田
に
課
す
者
は
来
航
も
て
牢
畝
を
加
う。

(太

卒
御
臨
品
巻
九
九
五
百
升
部
ニ
・
麻
所
引
耳
目
A
3

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
音
令
の
こ
の
こ
僚
は
戸
調
の
絹
綿
徴
牧
の
具
盤
的
な
細
則
で
あ
る
。
菅
代
の
令
と
、
よ
く
知
ら
れ
る
唐
令
と
は

性
質
上
異
な
る
所
が
あ
る
。
唐
令
が
国
家
の
統
治
鐙
制
の
大
綱
な
い
し
行
政
法
規
定
で
あ
る
の
に
比
べ
、

耳
目
代
の
令
は
「
施
行
制
度
」
の
準
則

で
あ
り
(
陪
書
経
籍
士
山
・
奮
事
篇
後
記
、
菅
書
刑
法
志
)
、
あ
る
面
で
は
唐
代
の
式
に
似
て
い
る
。
右
に
引
い
た
E

日
令
侠
文
か
ら
も
、
そ
の
よ
う
な
菅

令
の
性
質
は
容
易
に
見
て
取
れ
る
。
初
事
記
・
太
卒
御
覧
に
引
く
菅
令
侠
文
は
戸
調
令
の
一
部
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

制
定
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
る
読
が
少
な
く
な
い
。

し
か
し
、

そ
の
た
め
食
貨
志
付
J
伯
や
通
血
ハ
川
W
1
0を
み
な
卒
呉
以
後
に
初
め
て

(

M

)

 

泰
始
三
年
(
二
六
七
)
に
完
成
し
翌
年
公
布
さ
れ
た
耳
目
令
中
に
既
に
こ
う
い
う
詳
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食
貨
志
と
通
典
は
と
も
に
「
戸
調
之
式
」
制
定
を
卒
呉
以
後
と
し
、

細
な
戸
調
徴
牧
の
細
則
が
あ
っ
た
以
上
、
遅
く
と
も
泰
始
四
年
に
は
西
耳
目
の
戸
調
制
度
は
既
に
形
作
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
黙
は
先

事
も
燭
れ
て
い
る
。
た
だ
寅
際
に
は
西
耳目
の
戸
調
制
度
は
膏
令
護
布
を
待
っ
て
初
め
て
護
殺
し
た
諜
で
も
な
く
、

西
耳
目
建
園
嘗
初
、

早
け
れ
ば

司
馬
昭
が
E

自
主
と
な
っ
た
威
照
年
聞
に
は
既
に
制
定
、
貫
施
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
推
測
は
墨
田
故
事
侠
文
と
華
文
類
葉
巻
五
一

に
引

く
萄
紳
「
百
官
表
」
侠
文
か
ら
確
註
さ
れ
る
。

耳
目
故
事
は
雨
耳
目
時
代
に
幾
度
か
の
編
纂
を
経
て
い
る
。
最
初
の
菅
故
事
三

O
巻
は
音
律
・
音
令
と
同
時
に
編
纂
さ
れ
、
司
馬
昭
が
菅
王
と
な

っ
た
威
照
元
年
に
原
案
が
出
さ
れ
菅
武
一
帯
一
の
泰
始
三
年
に
完
成
し
て
い
る
。
以
後
何
度
も
増
補
さ
れ
、
情
書
経
籍
志
・
蓄
唐
書
経
籍
志

・
新
唐

書
義
文
志
は
い
ず
れ
も
四
三
巻
と
す
る
。
更
に
こ
れ
ら
三
志
に
は
他
に
も
諸
士
の
編
纂
に
な
る
、
菅
の
年
競
を
冠
し
た
「
故
事
」
が
四
種
見
え

(

日

)

る
。
そ
の
た
め
初
事
記
に
引
く
菅
故
事
が
ど
の
時
代
の
編
纂
に
な
る
も
の
か
議
論
を
引
き
起
こ
し
て
き
た
。
唐
長
諸
氏
は
課
田
制
が
卒
呉
後
に

初
め
て
施
行
さ
れ
た
と
見
る
た
め
、
初
周
子
記
に
引
く
課
田
規
定
を
含
む
五
日
故
事
は
四
三
巻
本
に
擦
っ
た
も
の
で
、
音
初
の
三

O
巻
本
で
は
な
い



(

回

)

と
す
る
。
し
か
し
天
野
元
之
助
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
初
事
記
に
引
く
晋
故
事
侠
文
は
性
質
上
、
政
府
が
諸
侯
に
分
割
す
る
封
戸
の
租
調
、
い

わ
ゆ
る
「
分
食
」
規
定
に
麗
し
、
課
回
・
租
調
の
規
定
で
は
な
い
。
主
要
な
の
は

「九
属
諸
侯
」
以
下
の
部
分
で、

前
段
の
「
九
そ
民
丁
の
課

〈

釘

〉

回
は
夫
ご
と
に
五
十
畝
、
牧
租
四
刷
所
、
絹
三
疋
、
綿
三
斤
」
は
単
に
諸
侠
の
俸
秩
を
規
定
す
る
た
め
の
一
前
提
に
過
ぎ
な
い
。

筆
者
は
こ
の
天

野
読
に
賛
同
し
、
音
初
に
諸
侯
封
霞
制
が
作
ら
れ
る
の
と
同
時
に
西
菅
の
租
調
制
度
も
既
に
で
き
て
い
た
と
考
え
る。

筆
者
は
別
稿
で
西
菅
諸

(
団
)

侯
の
封
爵
僅
系
と
分
食
の
比
率
を
検
討
し
衣
の
結
論
を
得
た
。
即
ち
、
司
馬
昭
が
菅
王
と
な
っ
た
威
照
元
年
、
裳
秀
ら
に
命
じ
て
五
等
震
の
新

た
な
規
定
を
作
ら
せ
、
六
等
一

O
紐
か
ら
な
る
威
照
五
等
爵
制
を
制
定
、
同
年
寅
施
し
た
。
そ
の
後
、
徴
修
正
を
経
つ
つ
も
、
ほ
ぼ
そ
の
原
型

は
保
た
れ
て
き
た
。
諸
侯
の
分
食
制
度
の
上
で
は
、
官
品
第
一
・
第
二
の
五
等
諸
侯
で
あ
る
開
園
郡
勝
公
侯
伯
子
男
は
コ
二
分
し
て
一
一
を
食
」

む
比
率
で
封
戸
か
ら
の
租
穀
と
調
絹
を
政
府
と
配
分
し
、
租
穀
は
「
俸
」
、
調
絹
は
「
秩
」
と
呼
ば
れ
た
。
互
日
故
事
侠
文
山
の
調
絹
三
疋
と
の

記
載
と
、
三
分
の
一
と
い
う
比
例
を
勘
案
す
れ
ば
、
五
等
諸
侯
は
封
戸
一
戸
ご
と
に
秩
絹
一
疋
を

「
園
秩
」
と
し
て
得
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た

(
印
)

喜
文
類
褒
所
引
、
萄
縛
・
百
官
表
に
も
言
う
、

五
等
諸
侯
、

(
中
略
)
官
品
は
第
二
、
地
は
方
七
十
五
里
、
(
中
略
〉
邑
は
三
千
八
百
戸
、
園
秩
は
千
八
百
疋
。

(

ω

)

 

忍
田
制
で
は
豚
公
の
封
地
は
方
七
十
五
里
、
邑
は
千
八
百
戸
で
あ
り
、
こ
こ
の
三
千
八
百
戸
が
千
八
百
戸
な
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
園
秩
千
八
百

疋
な
ら
戸
ご
と
に
絹
一
疋
を
出
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
膏
故
事
侠
文
の
検
討
結
果
と
合
致
す
る
。
こ
こ

で
注
目
す
べ
き
は
百
官
表
の

「分

土
」
に
闘
す
る
記
載
「
豚
公
、
地
は
方
七
十
五
里
」
で
あ
る
。

筆
者
は
前
稿
で
、
封
ロ
巴
の
里
数
規
定
は
泰
始
元
年
の
武
一
帝
受
輯
後
の
新
規
定
に

は
見
え
ず
、
よ
っ
て
萄
縛
百
官
表
の
よ

っ
た
原
史
料
は
威
照
五
位
一寸侵
制
の
規
定
に
違
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
つ
ま
り
曹
貌
最
末
の
威
照
年

問
、
司
馬
氏
が
政
権
纂
奪
に
向
け
鳴
り
物
入
り
で
準
備
を
進
め
て
い
た
時
、
絹
三
疋
・

綿
三
斤
の
戸
調
制
は
既
に
出
現
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

- 51ー

る
賞
は
、
戸
調
制
度
や
後
述
の
課
田
規
定
は
、
司
馬
昭
の
編
纂
さ
せ
た
耳
目
律
・
晋
令
・
耳
目故
事
や
諸
侯
の
封
筒
等
に
闘
す
る
諸
法
規
と
密
接
不

51 

可
分
で
、

い
ず
れ
も
司
馬
氏
の
新
王
朝
を
開
く
た
め
に
依
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
一
連
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
新
政
権
の
財
政
経
済
法
規
で
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あ
る
以
上
、
そ
れ
ら
は
園
家
の
律
令
と
同
様
の
重
要
さ
を
持

っ
て
い
る
。
こ
う
見
て
く
れ
ば
、
絹
三
疋
・
綿
三
斤
の
戸
調
制
、
畝
数
に
鷹
じ
て

課
税
す
る
田
租
制
や
戸
調
徴
放
の
細
則
は
、
耳
目
王
朝
建
設
の
嘗
初
か
準
備
段
階
で
既
に
ほ
ぼ
完
成
し
て
お
り
、
泰
始
四
年
の
音
令
の
正
式
な
公

布
、
ま
し
て
や
太
康
元
年
の
呉
卒
定
を
待
つ
必
要
は
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

も
し
卒
呉
以
後
、

西
菅
の
戸
調
制
度
に
何
ら
か
の
餐
化
が
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
食
貨
志
「
戸
調
之
式」

∞
円
、

進
郡
・

夷
人
の
戸

調
・
課
税
規
定
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
漫
郡
に
射
す
る
戸
調
の
優
遇
政
策
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
卒
呉
以
前
の
西耳目
の
-
境
域
に
も
嘗
然
遁
郡
は
あ
り
、

に
射
す
る
優
遇
政
策
は
既
に
出
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
華
北
地
匡
は
惇
統
的
に
桑
腕
の
産
地
で
、
無
論
地
域
差
は
あ
れ
、
戦
園
秦
漢

以
来
の
開
設
を
経
て
、
そ
の
隔
た
り
は
南
北
差
に
比
べ
れ
ば
小
さ
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
卒
呉
以
後
、
西
耳目
の
境
域
は
一
気
に
嶺
南
ま

こ
の
時
期
、
漫
郡

で
庚
が
り
、
遺
遠
に
嘗
た
る
郡
豚
も
急
増
し
た
。
そ
こ
で
地
方
の
物
産
を
考
慮
の
上
、
戸
調
の
優
遇
慮
置
を
案
ず
る
こ
と
が
焦
眉
の
課
題
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
筆
者
は
、
市
沼
郡
に
劃
す
る
戸
調
優
遇
策
の
出
現
を
卒
呉
以
後
に
置
く
の
が
比
較
的
安
嘗
だ
と
思
う。

無
論
、
卒
具
以
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前
既
に
出
現
し
て
い
た
可
能
性
を
全
く
否
定
す
る
需
で
は
な
い
。

決
に
、

「夷
人
」
の
戸
調
に
闘
す
る
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
。
食
貨
志
付
に
規
定
さ
れ
る
「
遠
夷
」
の
課
税
に
比
べ
、
夷
人
の
戸
調
は
従
来

「
夷
人
」
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
俊
氏
が
既
に
卓
論
を
出
し
て
い
る
。
即
ち
、

夷
人
と
は
主

の
研
究
で
さ
ほ
ど
論
争
の
的
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
。

に
湖
南
・
貴
州
・
四
川
一
帯
の
、
賓
布
を
貢
納
す
る
少
数
民
族
を
指
し
、
付
の
「
遠
夷」

と
は
江
南
一
帯
に
住
み
水
耕
稲
作
を
営
む
少
数
民
族

(

h

m

)

(

臼
)

を
指
す
と
い
う
。
の
ち
、
野
中
敬
氏
も
ほ
ぼ
同
様
の
設
を
唱
え
て
い
る
。
筆
者
は
基
本
的
に
南
氏
の
設

に
賛
同
し
、

戸
調
を
負
擁
す
る

「夷

人
」
と
義
米
を
負
指
す
る
「
遠
夷
」
と
は
分
け
て
理
解
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
た
だ
、

こ
れ
ら
夷
人
の
住
む
地
域
は
ち
ょ
う
ど
萄
と
呉、

威
照

元
年
に
萄
が
滅
ん
で
後
は
西
菅
と
呉
の
境
界
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
威
照
元
年
に
戸
調
制
を
制
定
し
た
と
き
既
に
こ
れ
ら
の
地
域
の
夷
人
に
戸

調
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
と
は
想
像
し
が
た
い
。
よ
っ
て
夷
人
の
戸
調
規
定
は
卒
呉
以
後
に
増
補
さ
れ
た
法
規
と
見
る
の
が
比
較
的
安
嘗
で
あ
ろ

ぅ
。
無
論
こ
れ
ら
「
夷
人
」
以
外
の
「
遠
夷
」
に
お
け
る
戸
ご
と
の
義
米
徴
取
も
卒
呉
以
後
に
増
補
さ
れ
た
法
規
で
あ
ろ
う
。
こ
の
貼
は
第
三



節
で
再
び
鯛
れ
る
。

西
菅
の
租
調
制
度
は
耳
目
建
園
前
の
威
隈
元
年
に
制
定
さ
れ
、
建
園
と
同
時
か
早
け
れ
ば
そ
の
前
に
は
既
に
貫
施
さ
れ
て

い
た
。
そ
れ
を
規
定
し
た
篠
文
や
施
行
細
則
は
泰
始
三
年
完
成
の
戸
調
令
に
入
れ
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
太
康
元
年
に
呉
を
卒
定
し
全
園
を
統

以
上
ま
と
め
れ
ば
、

一
し
て
後
、
新
た
な
情
勢
に
劃
慮
す
ベ
く
元
来
の
令
文
に
新
た
な
内
容
を
加
え
、

改
め
て
天
下
に
頒
布
し
た
も
の
、

」
れ
こ
そ
が
食
貨
士
山
の

「
戸
調
之
式
」
で
あ
る
。

第
二
節

西広
田の
戸
調
徴
牧

曹
操
、
が
建
安
九
年
(
ニ
O
四
)
に
護
布
し
た
新
た
な
賦
税
瞳
系
の
中
に
「
戸
調
」
の
名
は
な
い
が
、
既
に
寅
質
は
備
わ
っ
て
お
り
、
戸
調
の

額
は
「
絹
二
疋
、
綿
ニ
斤
」
で
あ
っ
た
。
曹
操
時
代
に
比
べ
西
音
の
「
絹
三
疋
、
綿
三
斤
」
と
い
う
徴
牧
額
は
絹

一
疋
、
綿
一
斤
分
の
増
加
を

見
て
い
る
。
戸
調
額
が
い
つ
増
加
し
た
の
か
は
現
在
知
る
由
も
な
く
、
威
照
年
聞
に
西
忍田の
戸
調
制
が
制
定
さ
れ
た
時
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ

れ
以
前
の
あ
る
時
黙
で
曹
貌
の
戸
調
は
既
に
西
耳
目
と
同
額
に
増
え
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

西
忍
田
が
崩
壊
し
て
後
の
華
北
に
お
け
る、

北
貌
が

均
田
制
を
施
行
す
る
前
の
租
調
徴
牧
の
詳
細
に
つ
い
て
も
目
下
明
ら
か
で
な
い
が
、
比
較
的
明
確
な
戸
調
徴
牧
の
記
録
は
北
親
孝
文一帝

・
太
和

(
臼

〉

八
年
(
四
八
四
)
に
百
官
の
俸
旅
を
制
定
し
た
時
の
記
事
に
見
え
る
。
太
和
八
年
以
前
の
戸
調
は
合
わ
せ
て
吊
三
疋
二
丈
と
繁
二
斤
、
牧
師

一
斤

で
、
西
晋
の
「
絹
三
疋
、
綿
三
斤
」
と
は
異
な
る
。
太
和
八
年
に
は
「
官
司
の
縁
」
を
設
け
「
戸
ご
と
に
吊
三
疋
を
増
」
し
て
い
る
。
た
だ
翌

太
和
九
年
に
制
定
公
布
さ
れ
た
均
田
令
で
租
調
徴
牧
に
大
き
な
襲
化
が
生
じ
、
毎
戸
高
三
疋
の
増
徴
も
そ
れ
に
伴
っ
て
鹿
止
さ
れ
た
可
能
性
が

あ
る
。
よ
っ
て
「
絹
三
疋
、
綿
三
斤
」
の
戸
調
額
に
は
西
耳
目
の
す
ぐ
れ
て
時
代
的
な
特
質
が
刻
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
貼
は
、

次
に
述

べ
る
こ
と
と
密
接
に
関
係
す
る
。
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曹
操
以
来
の
戸
調
徴
牧
に
お
い
て
は
一
貫
し
て
「
九
品
相
通
」
或
い
は
「
九
品
混
遁
」
の
方
法
が
と
ら
れ
て
き
た
。

西
耳
目
も
嘗
然
例
外
で
は

な
く
、
先
に
引
い
た
菅
故
事
聞
に
明
確
な
記
載
が
あ
る
。
よ
っ
て
「
歳
ご
と
に
絹
三
疋
、
綿
三
斤
を
稔
る
」
と
は
決
し
て
一
部
の
設
に
言
う
よ
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う
な
「
定
額
戸
調
」
で
は
な
く
、
そ
れ
は
皐
に
徴
牧
上
の
線
原
則
で
あ

っ
て
、
具
瞳
的
に
各
戸
の
負
捻
に
ま
で
読
き
及
ん
だ
も
の
で
は
全
く
な

ぃ
。
各
戸
の
質
際
の
負
捨
額
は
、
下
部
地
方
組
織
か
共
同
種
内
部
で
調
整
さ
れ
、
各
戸
の
資
産
の
高
低
に
雁
じ
て
九
品
に
分
け
徴
牧
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
が
均
田
制
施
行
以
前
の
戸
調
徴
牧
の
大
き
な
特
徴
で
あ
り
、
中
圏
中
世
前
期
の
賦
税
徴
牧
盟
系
に
お
け
る
一
大
特
徴
と
言

っ
て

も
よ
い
。
中
圏
中
世
前
期
の
賦
税
徴
牧
鰻
系
に
つ
い
て
は
機
を
改
め
て
総
合
的
に
検
討
す
る
議
定
な
の
で
、

こ
こ
で
は
た
だ
各
等
戸
の
負
措
額

に
つ
い
て
推
測
し
て
み
た
い
。

(

刷

出

)

唐
代
、
園
子
監
算
翠
博
士
の
数
事
教
科
書
十
一

種
の

中

に
張
丘
建
の

「
張
丘
建
算
経
」
三
巻
が
あ
る
。
巻
中
に
は
衣
の
よ
う
な
問
題
が
あ

る。

今
、
率
戸
絹
三
匹
を
出
だ
す
有
り
、
貧
富
に
依
り
九
等
を
以
て
之
を
出
だ
し
、
戸
を
し
て
各
お
の
二
丈
を
差
除
せ
し
め
ん
と
欲
す
。
今
、

上
上
は
三
十
九
戸
、
上
中
は
二
十
四
戸
、
上
下
は
五
十
七
戸
、
中
上
は
三
十
一

戸、

中
中
は
七
十
八
戸
、
中
下
は
四
十
三
戸
、
下
上
は
二

十
五
戸
、
下
中
は
七
十
六
戸
、
下
下
は
一
十
三
戸
。
問
う
。

九
等
戸
は
戸
ご
と
に
各
お
の
慮
に
絹
を
出
だ
す
べ
き
こ
と
幾
何
。

答
え
て
日
く
、
上
上
戸
は
戸
ご
と
に
絹
五
匹
を
出
だ
し
、
上
中
戸
は
戸
ご
と
に
絹
四
匹
二
丈
を
出
だ
し
、
上
下
戸
は
戸
ご
と
に
絹
四
匹
を
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出
だ
し
、
中
上
戸
は
戸
ご
と
に
絹
三
匹
二
丈
を
出
だ
し
、
中
中
戸
は
戸
ご
と
に
絹
三
匹
を
出
だ
し
、
中
下
戸
は
戸
ご
と
に
絹
二
匹
二
丈
を
出

だ
し
、
下
上
戸
は
戸
ご
と
に
絹
二
匹
を
出
だ
し
、
下
中
戸
は
戸
ご
と
に
網
一
匹
二
丈
を
出
だ
し
、
下
下
戸
は
戸
ご
と
に
絹
一
匹
を
出
だ
す。

〈
臼
)

こ
の
史
料
は
比
較
的
早
く
王
仲
筆
氏
が
護
見
、
利
用
し
、
以
後
次
第
に
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

(

邸

)

朝
期
の
作
と
さ
れ
、
銭
賓
諜
氏
は
そ
れ
を
具
瞳
的
に
四
六
六
J
四
八
四
年
の
聞
と
し
て
い
る
。
問
題
中
、

「張
丘
建
算
経
」
は

一
般
に
北

「率
戸
絹
三
匹
を
出
す
」
と
の
言
い

方
に
は
、

西
育
期
の
献
況
の
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
問
題
中
の
組
戸
数
は
三
八
六
戸
で
、

こ
れ
は
比
較
的
責
い
地
域
範
圏
内

で
行
わ
れ
た
九
品
相
通
の
例
で
あ
る
。
戸
等
聞
の
比
例
か
ら
見
て
も
比
較
的
現
貫
に
近
い
。
こ
れ
が
全
く
虚
構
の
数
事
問
題
で
は
な
く
、

一
定

ハ
m
む

の
信
想
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
鄭
欣
氏
は
、
こ
れ
の
基
づ
い
た
資
料
は
南
青
の
官
文
書
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
と
す
る
。

こ
の
中
で
九
品
の
中
聞
に
嘗
た
る
中
中
戸
の
戸
数
が
最
も
多
く
、
そ
の
戸
等
の
負
措
す
る
調
絹
は
三
匹
で
あ
る
。
法
文
中
の
戸
調
額
は
九
日
間
の



中
中
戸
の
負
携
能
力
を
規
準
に
定
め
ら
れ
、
各
戸
等
閉
の
差
額
は
二
丈
(
半
匹
)
で
あ

っ
た
一可
能
性
が
極
め
て
高
い
。

も
し
、
こ
の
「
算
経
」
が
内
地
の
丁
男
戸
の
寅
際
の
調
絹
負
捲
を
物
語
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
丁
女
・
衣
丁
男
戸
の
寅
際
の
負
携
も
自
ず
と

「
九
品
相
逼
」
の
瞳
系
を
な
す
は
ず
で
あ
り
、
建
郡
の
編
戸
も
そ
の
瞳
系
で
徴
牧
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
次
丁
女
戸
は
も
と
よ
り
国
税
を

売
除
さ
れ
て
お
り
、
戸
調
も
嘗
然
克
除
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

第
三
節

西
耳
目
の
課
田
租
額

第
二
重
で
の
、
筆
者
の
「
課
困
」
に
劃
す
る
解
躍
は
「
按
田
畝
課
税
」
で
あ
り
、

っ
た
。
本
節
で
は
、
西
亙
自
の
課
田
の
租
額
に
つ
い
て
管
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

西
耳
目
の
田
租
徴
牧
は

「
畝
租
」
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ

食
貨
志
に
は
西
五
目
期
の
田
租
徴
牧
額
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
来
一
般
に
は
、
菅
故
事
山
の
「
九
そ
民
丁
の
課
田
は
夫
ご
と
に
五
十
畝
、
牧

租
四
餅
」
と
の
記
載
よ
り
、
西
耳
目
期
の
課
田
田
租
は
毎
畝
「
八
升
」
と
推
定
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
租
税
額
は
、
曹
貌
期
が
毎
畝
「
四
升
」
と
さ

れ
る
の
に
比
べ
倍
増
し
て
い
る
。
し
か
し
、
曹
競
か
ら
西
菅
に
至
る
ま
で
に
田
租
は
な
ぜ
倍
増
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
従
来
の
研
究
は

ど
の
方
面
に
多
大
な
第
力
を
費
や
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、
西
菅
の
占
田
・
課
田
制
の
研
究
に
お
い
て
多
種
多
様
な
見
解
の
出
さ
れ
て
き
た
最
大

の
原
因
の
一
つ
が
、
田
租
額
の
問
題
に
あ
る
。
よ
っ
て
西
菅
期
の
田
租
の
問
題
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
、
こ
の
時
期
の
賦
税
制
度
な
ど
祉
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舎
経
済
制
度
を
理
解
す
る
た
め
の
鍵
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
筆
者
が
先
に
戟
園
秦
漢
以
来
の
畝
制
・
畝
産
及
び
曹
貌
の
租
調
制
の
租
額
に
つ
い

て
検
討
し
た
の
も
、
そ
の
意
圃
は
こ
こ
に
あ
る
。

西
耳
目
の
租
調
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
耳
目
故
事
侠
文
を
用
い
ね
ば
な
ら
な
い
。
晋
故
事
侠
文
に
解
掴
押
し
に
く
い
所
の
少
な
く

な
い
こ
と
は
、
従
来
の
研
究
で
屡
々
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
最
大
の
鍵
は
川
「
一
九
そ
民
丁
の
課
回
は
夫
ご
と
に
五
十
敵
、
牧
租
四
餅
』
と
佃

「九

そ
諸
侯
に
属
す
る
は
皆
、
'
租
穀
を
減
.
す
る
こ
主
畝
ご
と
に
・
一
斗
、
減
ず
る
所
を
計
り
以
て
諸
侯
を
増
す
」
の
聞
に
あ
る
。
山
よ
り
換
算
さ
れ
る

畝
牧
が
「
八
升
」
で
あ
る
な
ら
、
・
ど
う
し
て
「
畝
ご
と
に
一
斗
」
を
減
ず
る
ζ

と
が
で
き
よ
う
か
。
そ
の
た
あ
殆
ど
の
設
は
「
畝
一
斗
」
を
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「斗
」
を
「
升
」
に
改
め
て
い
る
。
こ
う
し
て
川
聞
の
矛
盾
は
解
決
で
き
る
が
、
し
か
し
こ
う
い
う
皐
純
な
文
字

の
改
訂
で
現
買
に
合
う
か
否
か
は
誰
も
う
ま
く
説
明
で
き
て
い
な
い
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
周
圏
林
氏
の

「
曹
競
西
菅
租
調
制
度
的
考

〈

印

〉

(

印

〉

(

初

)

貫
輿
評
債
」
で
あ
る
。

周
氏
は
余
遜
氏
の
指
摘
を
承
け
賀
昌
群
氏
に
つ
い
で
曹
説
の
毎
畝
の
牧
租
が

「四
斗
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
。

「
考
賓
興
評
債
」
の
中
で
氏
は
耳
目
故
事
侠
文
川
の
「
凡
民
丁
課
田
、
夫
五
十
畝
、

畝
牧
租
四

斗
」
に
改
め
る
べ
き
を
言
う
。

牧
租
四
餅
」
を
「
九
民
丁
課
田
、

夫
五
十
畝
、

「畝

一
升
」
の
諜
り
と
し
、

「夫
五
十
畝
」
の
下
の
「
畝
」
字
を
、

周
氏
は
後
代
の
紗
寓
の
過
程
で
重
文
符
披
「
ミ
」
が
脱
落
し
た
も
の

で
、
補
う
べ
き
だ
と
す
る
。
こ
の
貼
で
は
余
氏
と
同
じ
で
あ
る
。
更
に
、

「
四
餅
」

を

「
四
斗
」
に
改
め
る
理
由
に
つ
い
て
周
氏
は

「餅」

と

「
劃
(
斗
)」
の
字
形
が
近
い
た
め
誤
っ
た
と
す
る
。

「斗
」
を

「
劃
」
と
書
き、

「削
」
を
「
酎
」

と
書
き
、

「
斗
」
と
「
升
」
を
間
違
え

る
こ
と
は
雨
漢
貌
晋
南
北
朝
期
、

ひ
い
て
は
惰
唐
に
至
る
ま
で
よ
く
あ
る
。
詳
し
く
は
賀
昌
群
氏
の
「
升
斗
排
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
忍
田
故
事

侠
文
川
を
周
氏
の
よ
う
に
訂
正
す
る
こ
と
に
筆
者
も
賛
成
す
る
。
こ
う
改
め
た
時
、

西
耳目の
田
租
が
曹
貌
の
奮
制
を
縫
ぎ
「
四
斗
」
で
、
税
率
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は
十
分
の

一
で
あ
っ
た
と
い
う
筆
者
の
見
解
に
も
合
う
か
ら
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
、
こ
う
改
め
れ
ば
比
較
的
順
嘗
か
つ
正
確
に
菅
故
事
佼
文

川
以
下
の
諸
侯
分
食
制
度
に
闘
す
る
記
載
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
菅
諸
侯
の
分
食
制
度
と
菅
故
事
侠
文
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
筆

(
冗

)

者
は
先
に
別
稿
で
検
討
を
加
え
て

い
る
の
で
こ
こ
で
は
述
べ
な
い
。

基
づ
き
推
算
さ
れ
る
「
丁
男
之
戸
」
の
、

も
し
西
E

日
の
田
租
が
毎
畝
四
斗
と
の
推
測
が
誤
り
で
な
け
れ
ば
、
西
耳
目
の
課
田
規
定
に
つ
い
て
衣
の
よ
う
に
解
せ
る
。
即
ち
、
耕
作
能
力
に

一
戸
卒
均
の
耕
作
地
は
五

O
畝
で
、
そ
の
田
租
は
二

O
餅
と
な
る
。
「
丁
女
之
戸
」
な
ら
卒
均
耕
作

「衣
丁
男
戸
」
で
は
卒
均
一

O
畝、

田
租
四
餅
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
二

O
餅

・
八
餅

・
四
餅
と
い
う
数
は
、

北
貌
の
均
田
制
の
「
一
夫
一
婦
ご
と
に
吊

一
疋
、
粟
二
石
」
、
北
斉
の
均
田
制
の
一
床
ご
と
に

「
懇
租
二
石
、
義
租
五
斗
」
、
北
周
の
均
田
制
の

地
は
二

O
畝、

田
租
は
八
刷
所
。

有
室
者
は
「
粟
五
餅
」
、
惰
代
の
均
田
制
の
丁
男
一
床
ご
と
に
「
租
粟
三
石
」
、

更
に
唐
代
均
田
制
の
「
毎
丁
歳
ご
と
に
租
粟
二
石
を
入
る
」
と

比
べ
て
極
め
て
大
き
な
差
が
あ
る
。
そ
こ

に
は
均
田
制
と
そ
の
下
で
の
租
調
徴
牧
の
理
念
、
そ
の
理
念
と
現
寅
と
の
隔
た
り
、
北
貌
以
後
の
度

量
衡
の
出
現
化
な
ど
各
方
面
の
原
因
が
絡
ん
で
お
り
、
そ
の
た
め
単
純
に
数
字
の
上
で
比
較
す
る
の
は
極
め
て
危
険
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
比
較
検



討
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
し
た
い
。

最
後
に
、

「遠
夷
不
課
困
者
」
の
問
題
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。
食
貨
志
付
に

「
遠
夷
の
課
回
せ
ざ
る
者
は
義
米
を
轍
す
こ
と
戸
ご

と
に
三
刷
所
、
遠
き
者
は
五
斗
、
極
遠
の
者
は
算
銭
を
轍
す
こ
と
人
ご
と
に
二
十
八
文
」
と
あ
る
。
こ
の
、

遠
夷
の
課
設
に
閲
す
る
規
定
中
、
通

典
的
に
は
「
遠
夷
」
の
二
字
が
な
い
。
宮
崎
市
定
氏
は
「
遠
夷
」
の
二
字
が
街
字
で
あ
り
、
下
文
の
「
不
課
田
者
」

は
奮
屯
田
民
と
匿
別
さ
れ

た
一
般
郡
勝
民
つ
ま
り
所
調
「
占
国
民
」
を
指
す
と
し
た
。

中
、
四
箇
所
も
が
街
文
だ
と
し
、

先
述
の

A
設
は
こ
こ
に
起
源
を
持
つ
。

そ
の
後
楠
山
修
作
氏
は
「
戸
調
之
式
」

「戸
調
之
式
」
原
文
の
面
白
を
全
く
改
め
て
し
ま

っ
た
。

「
遠
夷
」
が
術
文
で
な
い
こ
と
は
、
既
に
河
原
正

(η
〉

博
・
伊
藤
敏
雄
雨
氏
が
明
誼
し
て
お
り
、
筆
者
は
改
め
て
費
言
を
費
や
す
必
要
は
な
い
。
所
謂
「
遠
夷
」
と
は
漫
-境
の
夷
人
を

一
概
に
指
す
の

で
は
な
く
、
主
に
長
江
の
南
北
と
く
に
長
江
以
南
の
各
州
郡
の
夷
人
を
指
し
、
彼
ら
は
名
目
上
は
既
に
菅
王
朝
の
支
配
に
服
し
、

郡
牒
に
編
入

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
寅
際
に
は
依
然
元
来
の
部
落
生
活
を
保
持
し
、
「
費
酋
」
の
直
接
支
配
を
受
け
て
い
た
。
こ
れ
ら
夷
人
に
封
し

て
政
府
は
そ
の
戸
口
土
地
を
掌
握
す
る
す
べ
も
な
け
れ
ば
、
郡
鯨
民
の
よ
う
に
田
畝
に
雁
じ
て
課
税
す
る
こ
と
も
で
、
き
ず
、
そ
の
た
め
戸
車
位

で
「
義
米
」
を
納
付
さ
せ
る
し
か
方
法
が
な
か
っ
た
。
「
義
米
」
犠
納
と
い
う
形
を
通
じ
て
、
夷
人
は
自
ら
が
既
に
亙
国
王
朝
に
開
属
し
た

「義

民
」
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
た
の
で
あ
る。

「
遠
夷
」
の
中
に
も、

漢
人
の
統
治
援
黙
つ
ま
り
郡
鯨
域
か
ら
遠
い
者
や
近
い
者
が
あ
る
た
め
、

「
遠
者
」
「
極
遠
者
」
の
稽
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
開
属
し
た
夷
人
の
漢
化
の
程
度
に
よ
り
決
め
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
筆
者
の
主
張
す

る
課
回
読
に
よ
る
な
ら
、
所
謂
「
遠
夷
不
課
困
者
」
と
は
「
遠
夷
で
回
畝
に
鷹
じ
課
税
さ
れ
ざ
る
者
」
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
「
遠
夷
」

と
は

多
く
が
南
方
の
山
聞
の
盆
地
で
水
耕
稲
作
に
従
事
す
る
民
で
、
「
義
米
」
一
一
一
餅
は
籾
稲
に
換
算
し
て
六
J
七
倒
に
な
り
、
内
郡
の
丁
男
戸
の
三

分
の
一
に
嘗
た
る
。
蹄
属
し
た
「
轡
夷
」
が
戸
単
位
で
租
を
貢
納
す
る
の
は
西
菅
に
限
ら
れ
ず
、
東
晋
南
朝
で
も
同
じ
で
あ
る
。
宋
書
巻
九
七
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-
撞
夷
俸
に
は
、

荊
薙
州
盛
は
盤
瓢
の
後
な
り
。
種
落
を
分
建
し
、
布
い
て
諸
郡
勝
に
在
り
。
(中
略
〉
轡
民
の
順
附
せ
る
者
は
一
戸
ご
と
に
穀
数
制
を
稔

し
、
そ
の
徐
は
雑
調
な
し
。
而
し
て
宋
民
、
賦
役
巌
苦
に
し
て
貧
者
復
た
命
に
堪
え
ず
、
多
く
逃
亡
し
て
蟹
に
入
る
。

置
に
揺
役
無
く
、
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戸 種 戸 調 回 租

内郡丁男戸 絹三匹・綿三斤 寅際の耕作面積により畝毎に

内郡了女戸 ・31;:丁男戸 網一匹二丈 ・綿一斤八雨
租穀四斗

透郡丁男戸 絹二匹・綿二斤 貧際の耕作面積により畝毎に

透郡丁女戸・31;:丁男戸 絹一匹・綿一斤
徴枚

(i;戒莞政策があるかも知れな
透郡逮者丁男戸 絹一匹・ 綿一斤 い〕

透郡遠者了女戸・次丁男戸 絹二丈 ・綿八雨

総賓布夷人戸 賓布一匹，遠者一丈 田租無し

戦義米夷人戸 戸調無し 義米三斜， 遠者五斗，極逮者

算銭人二八文

強
者
も
叉
官
税
を
貢
が
ず
、
骨
織
を
結
び
群
を
連
ね
、
州
郡
の
力
弱
け
れ
ば
則
ち
起
ち

て
盗
賊
と
な
る
。

と
あ
る
。
食
貨
志
に
レ
う
「
遠
夷
」
と
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な

「蜜
夷
」
で
あ
る
。

「義

米
」
三
刷
所
と

二

戸
ご
と
に
穀
数
割
を
較
す
」
と
は
、
牧
奪
量
の
上
で
基
本
的
に
一
致
す

「
義
米
三
餅
」

や

「
職
穀
数
斜
」
以
外
に
原
則
上
戸
調

・
径
役
な
ど
他
の
徴
調
は
な

守。。ぃ
。
そ
の
他
、
専
ら
賓
布
を
貢
納
す
る

一
群
の
「
夷
人
」
が
お
り
、
賓
布
を
戸
ご
と
に

一

匹
と
い
う
の
も
内
郡
の
丁
男
戸
の
戸
調
の
三
分
の
一
に
嘗
た
る。

以
上
、

西
耳
目
の
租
調
瞳
系
に
閲
す
る
考
察
の
結
果
は
上
の
表
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
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表
中
に
掲
げ
た
の
は
嘗
然
華
北
阜
地
農
業
経
営
に
お
け
る
原
則
上
の
計
算
に
基
づ
い
た

も
の
で
、
貧
際
の
運
用
過
程
で
は
、
少
な
く
と
も
戸
等
の
高
低
、
絹
綿
と
布
航
の
換
算
、

籾
粟
と
籾
稲
・
米
の
換
算
な
ど
の
影
響
で
費
動
し
た
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
更
に
多
く
の
細

則
が
あ

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

た
だ
今
日
そ
れ
ら
を
知
る
手
だ
て
は
な
い
。

む

す

び

以
上
、
本
稿
で
は
先
撃
の
研
究
を
整
理
総
括
し
た
上
で、

そ
こ
か
ら
西
耳
目
の
占
回

・
課

回

・
租
調
制
の
成
立
や
租
調
の
徴
牧
韓
系
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
し
、

筆
者
の
見
解
を
述

ベ
て
き
た
。
以
下
、
再
び
食
貨
志
所
載

「
戸
調
之
式
」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
全
瞳
的
な
内

容
と
構
成
を
説
明
し
て
結
び
と
し
た
い
。



本
稿
の
冒
頭
で
、
筆
者
は
食
貨
志
所
載
「
戸
調
式
」
を
内
容
か
ら
七
燦
項
に
分
け
た
。

関
連
す
る
記
事
の
再
検
討
を
経
て
き
た
今
、
こ
の
七

傑
項
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
解
穫
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ωけ
は
西
耳
目
の
戸
調
の
徴
牧
に
開
す
る
規
定
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
後
に
西
晋
王
朝
の
重
要
な
法
規
と
な
る
音
律
令
や
諸
侯
封
鋳
制
度
と
同

時
に
、
曹
貌
末
の
威
照
年
聞
に
護
案
さ
れ
、
貌
菅
革
命
後
、
統

一
王
朝
の
制
度
の
一
つ
と
し
て
寅
施
さ
れ
た
。
内
容
か
ら
見
て
そ
れ
は
泰
始
三

年
の
晋
令
中
、
戸
調
令
の
一
部
の
は
ず
で
あ
る
。
「
丁
男
の
戸
は
歳
ご
と
に
絹
三
匹
綿
三
斤
を
織
し
、
女
及
び
次
丁
男
の
戸
を
震
す
者
は
牢
ば

を
稔
す
」
と
は
政
府
の
定
め
た
線
原
則
で
、
寅
際
に
施
行
さ
れ
る
時
に
は
戸
等
の
高
低
に
鷹
じ
て
徴
牧
さ
れ
た
。
そ
の
他
、
各
地
域
の
産
業
構

成
の
特
徴
に
雁
じ
て
幾
多
の
細
則
が
あ
っ
た
ろ
う
し
、
初
事
記
と
太
卒
御
覧
所
引
菅
令
侠
文
は
泰
始
戸
調
令
の

一
部
の
は
ず
で
、

つ
ま
り
晋
初

に
制
定
さ
れ
た
戸
調
徴
牧
規
定
は
食
貨
志
付
の
み
で
な
く
、
極
め
て
多
く
の
内
容
を
含
ん
で
い
た
は
ず
だ
が
、

た
だ
今
日
そ
の
全
貌
を
知
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

一
つ
は
今
の
四
川
西
南
部
、
湖
北
西
部
、
湖
南
一
帯
に
住
ん
だ
夷

人
の
課
税
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
夷
人
か
ら
の
賓
布
徴
牧
は
、
秦
漢
以
来
の
制
度
で
あ
る
。

こ
れ
ら
夷
人
の
分
布
地
域
を
考
慮
す
れ
ば
、

同
の

同
は
二
つ
の
内
容
を
含
ん
で
お
り
、

一
つ
は
漣
郡
の
編
戸
の
戸
調
規
定
、
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規
定
は
太
康
元
年
の
卒
呉
以
後
に
増
補
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う。

日
開
は
男
女
の
占
田
規
定
で
あ
る
。
占
回
は
民
聞
の
私
田
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な
く
、
蒼
奥
農
官
の
屯
田
を
昆
理
す
る
際
の

一
規
定
で
あ

る
。
屯
国
民
が
奮
屯
田
を
取
得
、
そ
れ
を
私
有
化
す
る
際
、
家
長
と
な
る
「
男
子
」
の
占
有
し
う
る
田
畝
は
多
く
と
も
七

O
畝
を
越
え
て
は
な

ら
ず
、
家
長
の
妻
と
な
る
「
女
子
」
は
最
大
三

O
畝
を
越
え
て
は
な
ら
ず
、
夫
婦
合
計
で

一
O
O畝
を
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
規
定

は
古
代
社
舎
の
「
一
夫
百
畝
」
の
理
念
を
糧
承
し
た
も
の
で
、
既
に
畝
制
が
餐
わ
っ
て
い
た
競
音
期
に
あ

っ
て
、
奮
屯
田
を
多
く
占
有
し
て
い

た
で
あ
ろ
う
屯
田
地
匿
の
権
勢
家
に
劃
し
一
抹
の
拘
束
力
を
持

っ
た
以
外
に
は
、
贋
範
な
屯
田
民
に
劃
し
て
大
し
た
影
響
は
及
ぼ
さ
な
か
っ

た
。
家
族
で
屯
田
を
経
営
し
て
い
た
奮
屯
田
民
は
、
車
に
現
在
耕
作
す
る
土
地
ハ
そ
の
綬
脇
田す
る
土
地
は
一

O
O
畝
以
下
の
は
ず
で
、
遁
常
は
五
、
六
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O
一
畝
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
〉
を
申
告
、

登
記
等
必
要
な
手
績
き
を
経
た
だ
け
で
私
有
化
で
き
た
と
推
測
さ
れ
る
。
よ
っ

て
占
田
「
百
畝
」
を
課
税
劃
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象
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

帥
は
田
租
の
徴
牧
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
で
筆
者
は

「
諜
田
」
が
民
戸
に
分
配
耕
作
さ
せ
ら
れ
た
官
回
で
あ
る
と
い
っ
た
田
制
説
は
取
ら
ず
、

回
畝
に
麿
じ
田
租
を
徴
牧
す
る
規
定
と
見
る
。

「
其
外
」
と
は
別
の

一
法
規
を
述
べ
る
頭
に
つ
く
語
で
、
下
文
と
績
け
て
「
其
外
丁
男
」
と
讃

ん
で
は
な
ら
ず、

ま
た
そ
れ
ゆ
え
同
と
伺
は
性
質
を
異
に
す
る
法
規
で
あ
る
。
必
刀
働
生
産
能
力
の
船
舶
か
ら
考
え
て
、
四
の

「
丁
男
」

「
丁
女
」

「次
丁
男
」
は
い
ず
れ
も
「
丁
男
の
戸
」

「
衣
丁
男
の
戸
」

の
意
味
で
あ
る
。

政
府
が
編
戸
の
生
産
能
力
を
考
慮
の
上
、

「
丁
女
の
戸
」

丁
男
の
戸
は
五

O
畝
、
丁
女
の
戸
は
二

O
畝
、

次
丁
男
の
戸
は
一

O
畝
と
は

嘗
時
の
農
民
の
寅
際
の
耕
作
朕
況
を
も
参
照
し
制
定
し
た
値
で
あ

る

た
だ
こ
れ
は
地
方
の
下
部
組
織
に
興
え
ら
れ
た
一
つ
の
標
準
に
過
ぎ
ず
、

ま
た
法
規
の
表
面
上
は
按
戸
徴
牧
定
額
租
の
よ
う
に
見
え
て

も
、
貫
際
の
徴
枚
、
過
程
で
は
な
お
賓
際
の
耕
作
す
る
回
畝
数
、

卒
均
毎
畝
四
斗
で
、

ひ
い
て
は
田
畝
の
良
薄
の
程
度
を
も
考
慮
の
上
で
徴
牧
が
行
わ
れ
た
。
租
額
は

」
れ
は
曹
貌
の
田
租
を
継
承
し
て
い
る
。

田
は
所
謂
「
丁
中
」
制
で
、
同
の
後
に
か
か
り
帥
の
「
丁
男
」

「
丁
女
」

「
衣
丁
男
」
の
具
瞳
的
年
齢
規
定
を
説
明
し
て
い
る。
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円
は
「
遠
夷
」
に
似
到
す
る
課
税
規
定
で
あ
る
。

こ
の
僚
の

「遠
夷
」
は
白
の
「
夷
人
」
と
は
遣

っ
て、

長
江
の
南
北
に
贋
く
散
在
す
る
鐙
夷

を
指
す
。
彼
ら
は
広
田
王
朝
の
統
治
に
服
属
し
つ
つ
も
な
お
元
来
の
部
落
形
態
を
保
持
し
、
漢
人
中
心
の
地
域
周
遁
の
山
岳
地
帯
に
住
み
、

広国
政

府
に
「
義
米
」
を
聡
納
し
て
い
た
。

帥
は
官
人
の
官
品
に
腔
じ
た
占
田
・
蔭
客
の
規
定
で
、
ハ
門
J
付
の
庶
民
の
租
調
規
定
と
性
質
上
匡
別
さ
れ
る。

そ
の
内
容
は
戸
調
令
に
は
属

さ
な
か

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

以
上
の
諸
規
定
か
ら
見
て
、

ハ
円
円
周
回
伺
の
諸
傑
は
早
く
も
西
区田
建
園
前
後
に
は
既
に
形
成
さ
れ
て
お
り
、

卒
呉
以
後
、
江
南
の
奮
呉
領
に
も

押
し
贋
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
領
域
の
擁
大
に
伴
い
新
た
な
情
勢
に
適
躍
す
べ
く
、
ハ
円
の
後
に
同
を
附
加
し
、
伺
の
後
に
付
を
附
加
し
た

可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
よ
っ
て
、
食
貨
志
の
作
者
が
以
上
こ
れ
ら
の
俊
文
の
前
に

「卒
呉
之
後
」
を
冠
し
た
の
は
巌
密
に
言
え
ば
事
寅
に
は

合
わ
な
い
。



「
丁
中
」
と
い
う
別
々
の
項
目
中
に
入
れ
て
い
る
。

(
均

〉

杜
佑
の
こ
の
よ
う
な
史
料
慮
理
の
方
法
を
、
鈴
木
俊
氏
は
随
意
に
食
貨
志
の
内
容
を
分
解
し
た
も
の
だ
と
指
摘
し
た
。

し
か
し
杜
佑
が
逼
典
を

こ
の
部
分
の
内
容
が
直
接
に
食
貨
志
に
援
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
他
の
文
献
に
擦

っ
た
か
、
そ
れ
を
今
日
知
る
こ
と
は

ま
ず
一
方
で
、
逼
典
は
こ
れ
ら
の
内
容
を
種
類
ご
と
に
分
別
し
て
「
田
制
」

「賦
税」

撰
述
し
た
時
、

で
き
な
い
。
逼
典
の
腫
例
と
分
類
か
ら
言
え
ば
、
社
佑
の
史
料
慮
理
は
嘗
を
得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ、

入
れ
て
い
る
た
め
今
日
の
我
々
は
混
蹴
に
陥
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
杜
佑
の
時
代
す
で
に
「
課
田」

が

一
睡
ど
ん
な
制
度
な
の
か
分
か
ら
な
く

一
方
で
食
貨
志
は
異
な
る
時
期
、
異
な
る
性
質
の
吐
舎
経
済
制
度
の
俊
文
を
一
緒
に
集
め
、
「
戸

渡
遁
信
一

郎
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、

「課
田
」
規
定
を

「
田
制
」
に

な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。

調
之
式
」
を
冠
す
る
と
い
う
史
料
慮
理
の
方
法
を
採
っ
て
お
り
、

そ
れ
自
瞳
に
大
き
な
依
陥
が
あ
る
。

(

丸

)

「
戸
調
之
式
」
の
「
式
」
を
法
令
の
呼
稽
と
す
る
例
は
西
貌
ま
で
見
え
ず
、
よ
っ
て

「
戸
調
之
式
」
の
呼
稽
は
或
い
は
全
く
食
貨
志
撰
者
の
恋

意
的
濫
用
に
か
か
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
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最
後
に
、
西
耳
目
の
占
田
・
課
田
・
租
調
制
度
に
劃
し
て
筆
者
の
出
し
た
以
上
の
見
解
か
ら
、
こ
れ
ら
の
制
度
が
新
た
に
.
と
う
評
債
さ
れ
う
る

か
を
一
言
述
べ
た
い
。
先
人
の
研
究
で
は
し
ば
し
ば
、
西
膏
の
占
田

・
課
田
規
定
が
北
貌
以
後
の
均
田
制
の
源
流
な
い
し
先
騒
と
見
な
さ
れ
、

或
い
は
こ
れ
を
井
田
制
か
ら
均
田
制
へ
と
設
展
す
る
歴
史
の
潮
流
の
重
要
な
一
環
と
見
、
均
田
制
に
閲
す
る
多
く
の
研
究
が
い
ず
れ
も
西
膏
の

占
田
・
課
田
制
か
ら
読
き
起
こ
し
て
い
る
。

し
か
し
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
必
然
性
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
田
制
に
つ

い
て
言
え
ば
、

西
耳
目
に
公
田
の
課
佃
制
度
は
存
在
し
た
も
の
の
、
た
だ
そ
れ
は
「
武
吏
」
な
ど
一
部
の
特
殊
階
層
に
限
ら
れ
、
編
戸
の
私
固
に

劃
し
て
は
不
干
渉
政
策
が
と
ら
れ
た
。
土
地
の
還
授
規
定
が
な
い
以
上
、
土
地
に

つ
い
て
制
度
の
上
で
も
露
田
・
桑
田
・
蹴
田
の
匿
別
は
な
か

っ
た
。
賦
税
制
度
に
つ
い
て
言
え
ば

九
品
の
戸
等
に
鷹
じ
て
戸
調
を
徴
牧
し
、

貫
際
の
耕
作
面
積
に
底
じ
て
田
租
を
徴
牧
す
る
と
い
う
の

恐
ら
く
従
来
の
下
三
口
問
ハ
九
口
聞
の
下
下
J
下
上
)
に
準
じ
て
租
調
額
を
制
定
す
る
や

り
方
と
は
異
な
り
、
完
全
に
曹
親
租
調
制
を
櫨
承
し
た
も
の
で
あ
る
。

形
式
の
上
で
も
理
念
の
上
で
も
、
雨
者
の
聞
に
は
根
本
的
な
匿
別
が
あ

は
、
均
田
制
下
で
政
府
が
土
地
人
頭
へ
の
管
理
を
強
化
し
、
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る
。
貌
音
革
命
の
際
、
私
有
地
の
所
有
や
賦
税
制
度
に
お
い
て
大
き
な
襲
化
が
起
き
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

曹
貌
と
西
亙
自
の
田
制
・
賦
税
制
度
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は
自
ず
か
ら
一
連
の
系
統
を
な
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
制
度
が
北
貌
前
期
ま
で
一
貫
し
て
影
響
を
持
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
な
時
代
的

特
徴
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
一
一
暦
の
検
討
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

註
(

1

)

拙
稿
「
駿
園
秦
漢
大
、
小
畝
制
新
誼
」
(
『
中
園
文
化
研
究
所
皐
報
』

新
第
八
期
、
香
港
、

一
九
九
九
三
こ
の
論
文
は
一
九
九
八
年
の
掲
載

務
定
だ
っ
た
が
、
出
版
事
情
で
一
九
九
九
年
ま
で
延
期
さ
れ
た
。
『
史

林
』
第
八
一
各
第
六
鋭
、
二
一
二

頁
注
①
で
一
九
九
八
年
践
と
し
て
い

る
が
、
こ
こ
に
謹
ん
で
訂
正
す
る。

拙
稿

「
前
日
貌
租
調
制
度
に
つ
い
て
の
一
考
察
|

|
特
に
そ
の
租
額
問

題
を
中
心
と
し
て
|
|
」
(
『
史
林
』
第
八

一
巻
第
六
鏡
、
一
九
九

八
三

(

2

)

日
本
の
皐
界
で
は
、
比
較
的
早
い
時
期
の
整
理
総
論
と
し
て
次
が
あ

る。
越
智
重
明
「
西
耳
目
の
田
制
、
賦
税
に
関
す
る
近
年
の
諸
研
究
」
(『東

洋
間
学
報
』
第
四
三
巻
第

一
鋭
、

一
九
五
八
)
。

孤
波
護
「
課
と
税
に
関
す
る
諸
研
究
に
つ
い
て
」
(『
東
洋
史
研
究』

第
二
O
各
第
四
鋭
、
一
九
六
二
三

米
田
賢
次
郎
「
Z
百
の
占
回
・
課
田
ー
ー
そ
の
皐
設
の
整
理
|
|
」

(
『
歴
史
教
育
』
第
一
一
一
容
第
五
鋭
、
一
九
六
四
)
。

藤
家
躍
之
助
「
西
奮
の
回
制
と
税
制
」
(
『
史
観
』

七
三
鋭
、

一
九
六

六
)
、
の
ち
同
『
漢
三
園
南
青
南
朝
の
田
制
と
税
制
』
(
東
海
大
皐

出
版
舎
、

一
九
八
九
)
再
枚
。

中
園
の
祭
界
で
は
、
一
九
八

0
年
代
以
前
に
は
こ
の
方
面
の
整
理
総

論
が
極
め
て
少
な
く
、
ご
く
簡
単
な
整
理
が
各
論
文
中
に
散
見
す
る
に

過
ぎ
な
い
。

ハ
3
)

伊
藤
敏
雄

「占
田
・
課
田
制
に
関
す
る
諸
研
究
」
(
『
東
洋
史
論
』
第

三
械
、

一
九
八
ニ
)
。

(

4

)

宮
崎
市
定

「E
百
武
需
の
戸
調
式
に
就
い
て
」
(
『
東
亜
経
済
研
究
』
第

一
九
谷
第
四
説
、

一
九
三
五
て
の
ち
同
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
(東
洋
史

研
究
舎
、
一
九
五
七
〉
及
び

『
宮
崎
市
定
全
集
六
朝
』
(
岩
波
書
広
、

一
九
九
二
)
再
枚
。
以
下
、
諸
説
の
代
表
論
者
の
論
者
は
省
略
、
前
註

(
3
)
伊
藤
敏
雄
氏
の
総
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

5

)

伊
藤
敏
雄

「
西
菅
の
占
田

・
課
回
制
の
再
検
討
」

(
中
園
古
代
史
研

究
曾
編
『
中
園
古
代
史
研
究
』
第
五
所
枚
、
雄
山
閣
出
版
、

一
九
八

一一)。

(

6

)

繍
山
修
作
「
音
書
食
貨
志
記
載
の
逮
夷
の
二
字
に
つ
い
て
」
(『東
方

阻
学
』
第
七
一

一抗
、
一
九
八
六
)
、
の
ち
同
『
中
園
古
代
園
家
論
集
』
(
私

家
版
、

一
九
九

O
)
再
枚
。

(

7

)

渡
透
信

一
郎
「
占
回
・

課
田
の
系
譜
||
耳目
南
朝
の
税
制
と
園
家
的

土
地
所
有

l
l」
(
中
圏
中
世
史
研
究
禽
編
『
中
圏
中
世
史
研
究
協
和

編
』
、
京
都
大
皐
出
版
禽
、

一
九
九
五
)
所
枚。

(

8

)

楠
山
修
作

「E
白
書
食
貨
志
の
一
考
察
」
(『
東
方
皐
』
第
五
一
鋭
、
一

九
七
五
)
、
の
ち
同
『
中
園
古
代
史
論
集
』
(
私
家
版
、
一
九
七
六
〉
再
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枚。

(

9

)

渡
迭
信
一
郎
氏
は
「
分
回
観
念
」
を
提
唱
し
、
そ
れ
が
氏
の
一
群
の

研
究
に
お
け
る
軸
と
な
っ
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
分
回
観
念
と
は
春

秋
戟
園
の
際
に
形
成
さ
れ
た
小
農
民
経
営
の
祉
曾
寅
鐙
で
、
通
常
言
わ

れ
る
「
百
畝
の
分
」
で
あ
る
。
こ
の
「
百
畝
の
分
」
は
私
有
の
性
質
を

持
ち
、
つ
ま
り
私
回
で
あ
る
。
詳
し
く
は
氏
の
「
分
田
農
民
論
」
(
中

国
史
研
究
曾
編
『
中
園
史
像
の
再
構
成
|
圏
家
と
農
民
』
、
文
理
閣、

一
九
八
三
年
に
「
分
回
考
」
の
題
で
初
出
。
の
ち
同
『
中
園
古
代
社
曾

論
』
、
青
木
書
庖
、
一
九
八
六
年
に
再
枚
)
、
「
肝
陪
制
論
」

(
『
東
洋
史

研
究
』
第
四
=
一
巻
第
四
抗
、
一
九
八
五
、
の
ち
同
『
中
園
古
代
社
舎

論
』
に
再
枚
〉
を
参
照
さ
れ
た
い
。
氏
は
西
耳
目
の
「
男
子
一

人
占
田
七

十
畝
、
女
子
三
十
畝
」
を
「
分
回
概
念」

の
緩
承
と
す
る
。
こ
の
理
解

は
決
し
て
誤
り
で
な
い
が、

具
盤
的
な
見
地
か
ら
西
耳
目
の
占
田

・
課
田

制
を
全
鐙
と
し
て
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
な
お
検
討
の
絵
地
が

残
る
よ
う
で
あ
る
。

(
凶
)
周
園
林
「
西
耳
目
田
租
研
究
回
顧
輿
思
考
」
(
『
中
園
史
研
究
動
態
』
、

一
九
八
八
年
第
一

O
期)。

(
日
)
劉
安
志
「
建
園
以
来
関
於
西
菅
占
田
課
田
制
的
研
究
述
-
評
」
(『中
園

史
研
究
動
態
』
、
一
九
九
三
年
第
二
期
)
。

(
ロ
)
爾
者
の
封
際
関
係
に
つ
い
て
、

伊
藤
氏
前
註
(

3

)

を
参
照
さ
れ
た

、iv

(
日
)
前
註
(

1

)

拙
稿
「
戟
園
秦
漢
大
、
少
畝
制
新
設
」
。

(
M
)

秦
漢
貌
菅
南
北
朝
期
の
畝
産
に

つ
い
て
筆
者
は
基
礎
的
研
究
を
進
め

て
い
る
所
で
、
成
果
は
未
笈
表
だ
が
、

内
容
の
梗
概
は
前
註
(

1

)

拙
稿

「
曹
貌
租
調
制
度
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
第
三
章
注
⑦
で
述
べ

て
い

る
。

(
お
)
前
註
(
1
〉
拙
稿
「
曹
貌
担
調
制
度
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
。

(叩山)

米
国
賢
次
郎
「
漢
貌
の
屯
田
と
E

日の
占
田
・
課
回
」
(『
東
洋
史
研

究
』
第
一
=
巻
第
四
鏡
、
一
九
六
三)。

(
げ
)

余
遜

「
貌
及
西
育
的
土
地
占
有
形
態
和
封
建
剥
制
」
(『
進
歩
日
報
』

一
九
五
二
年
五
月
九
日
・
二
七
日
)
、
の
ち
歴
史
研
究
編
輯
部
編

『
中

園
歴
代
土
地
制
度
問
題
討
論
集
』

(
三
聯
書
応
、
一
九
五
七
〉

再
枚。

(
珂
)
苑
土
輿
「
曹
貌
屯
田
制
輿
西
菅
占
田
制
』
(
「
数
皐
研
究
集
刊
』

一
九

五
五
年
第
一

期
)
、
の
ち
『
中
園
歴
代
土
地
制
度
問
題
討
論
集
』
再
枚。

(
四
)

張
維
華
「
試
論
曹
貌
屯
田
奥
西
菅
占
田
上
的
莱
些
問
題
」
(
『
歴
史
研

究
』
一
九
五
六
年
第
九
期
)
、
の
ち
『
中
園
歴
代
土
地
制
度
問
題
計
論

集
』
再
枚。

(
初
)

金
家
瑞

「西
E

目
的
占
田
」
(
『
新
史
皐
通
迅
』
一
九
五
五
年

一一

月

続
〉
、
の
ち
『
中
園
歴
代
土
地
制
度
問
題
討
論
集
』
再
枚
。

(
幻
)
例
え
ば
張
維
華
氏
は
言
う
。

「
三
園
期
に
入
る
と
、
土
地
は
世
族
地

主
か
、

さ
も
な
け
れ
ば
統
治
政
権
に
鋳
し
、
小
封
建
地
主
と
個
々
の
小

生
産
者
は
ご
く
軽
微
な
地
位
し
か
占
め
な
か
っ
た
」
。
つ
ま
り
氏
ら
は
屯

田
制
が
曹
致
時
代
に
一
般
の
土
地
制
度
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し、

従
っ
て
貌
末
青
初
に
屯
田
が
底
止
さ
れ
て
以
後
は
別
の
新
た
な
土
地
制

度
が
そ
れ
に
代
わ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
文
献
に
は
あ

た
か
も
土
地
分
配
に
関
す
る
制
度
と
し
て
占
田
制
が
見
え
る
た
め
、
氏

ら
は
占
田
制
こ
そ
が
曹
貌
の
屯
田
制
に
代
わ
り
西
耳
回
全
土
に
施
行
さ
れ

た
土
地
制
度
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
更
に
、
諸
氏
は
食
貨
志

(
一
〉

J
(
七
)
、
時
に
は
(
一
)
以
前
に
あ
る
王
公
侯
の
京
城
の
田

宅
・
務
禁
固
規
定
ま
で
を
も
、
な
べ
て
占
田
制
と
見
な
し
て
き
た
。
因

- 63-



64 

み
に
耳
白
書
食
貨
志
の
「
叉
制
戸
調
之
式
」
の
前
に
「
及
卒
奥
之
後
、
有

司
叉
奏
、
詔
書
、
王
公
以
園
信
用
家
、

京
城
不
宣
復
有
田
宅
、
今
来
暇
作

諸
園
邸
、
蛍
使
城
中
有
往
来
慮
、
近
郊
有
錦
藁
之
回
。
今
可
限
之
、
園

王
公
侯
、
京
城
得
有
一
宅
之
所
、
近
郊
回
、
大
園
田
十
五
頃
、
次
圏
十

頃
、
小
園
七
頃
。
域
内
無
宅
城
外
有
者
、
皆
聴
留
之
」
と
あ
る
。

(
幻
)
こ
の
-
意
見
を
支
持
す
る
者
に
は
、

鈴
木
俊
「
占
回
・
課
回
と
均
田
制
」
(
中
央
大
祭
編
『
中
央
大
皐
七

十
周
年
記
念
論
文
集
』
(
文
皐
部
)
、
一
九
五
五
)
、
の
ち
同
『
均

田
・
租
調
制
度
の
研
究
』
(
万
水
書
房
、
一
九
八

O
)
再
枚
。

西
村
元
佑
「
動
農
政
策
と
占
田
課
回
」
(
『
史
林
』
第
四
一

容
第
二

挽
、
一
九
五
八
)
、
の
ち
同
『
中
園
経
済
史
研
究
均
田
制
度
篇

|
』
(
東
洋
史
研
究
曾
、
一
九
六
八
)
再
枚
。

前
註
(

2

)

藤
家
腫
之
助
。

前
註
(

8

)

楠
山
修
作
。

前
註
(

5

)

伊
藤
敏
雄
。

重
超
「
論
酉
菅
土
地
、
回
賦
、
努
働
人
口
管
理
償
制
的
改
革
」
(
『
中

園
史
研
究
』
一
九
八
七
年
第
三
期
)
。

な
ど
が
あ
る
。

(
幻
)
漢
代
に
お
け
る
流
民
の
「
占
戸
」
に
つ
い
て
の
史
料
整
理
は
西
嶋
定

生
『
中
園
古
代
一
帝
園
の
形
成
と
構
造
』
(
東
京
大
皐
出
版
曾
、
一
九
六

一
)
第
二
章
第
一
節
「
民
爵
賜
輿
の
事
例
」
を
参
照
。

(

U

A

)

耳
白
書
文
苑

・
趨
至
俸
に
は
「
字
景
員
、
代
郡
人
也
。
ハ
中
略
)
至
詣

貌
輿
脈
、
見
太
守
張
嗣
宗
、
甚
被
優
遇
。
嗣
宗
蓬
江
夏
相
、
随
到
損

川
、
欲
因
入
奥
、
而
嗣
宗
卒
、
乃
向
遼
西
而
占
戸
鷲
」
と
あ
る
。
張
嗣

宗
の
事
跡
や
生
淡
年
は
不
明
だ
が
、
越
至
は
の
ち
太
康
年
聞
に
良
吏
と

し
て
洛
陽
に
赴
い
て
い
る
の
で
、
彼
が
遼
西
で
戸
を
占
し
た
の
は
耳
目
初

で
あ
ろ
う。

「
占
戸
」

の
意
味
は
後
漢
の
「
自
占
」
と
何
ら
繁
わ
っ

て

い
な
い
。
唐
代
の
用
例
は
、
例
え
ば
新
唐
書
食
貨
士
山
に
「
監
察
御
史
字

文
融
献
策
括
籍
外
羨
田
、
逃
戸
自
占
者
、
給
復
五
年
」
と
あ
る
。

(
お
)
王
天
奨
「
西
育
的
土
地
輿
賦
税
制
度
」
(
『
歴
史
研
究
』
一

九
五
六
年

第
七
期
)
、
の
ち
『
中
園
歴
代
土
地
制
度
問
題
討
論
集
』
再
枚
。

(
お
)
唐
長
講

「
西
菅
田
制
試
緯
」
、
同

『
貌
菅
南
北
朝
史
論
叢
』
(
一
一
一聯愛国

庖、

一
九
五
五
年
第
一
版
)
所
枚
。

(
幻
)
洪
序
「
西
E
日
李
重
駁
悟
和

一
事
震
生
時
間
的
商
権
」
(『
歴
史
研
究』

一
九
五
八
年
第
六
期
)
。

(
お
)
屯
田
民
の
桑
麻
生
産
と
雑
役
負
揺
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
史
料
か
ら

窺
え
る
。
三
園
志
各
一
一
一
司
馬
芝
俸
に
は
「
武
皇
帯
(
普
操
)
、
特
に

屯
田
の
官
を
開
き
、
専
ら
袋
桑
を
以
て
業
と
な
す
」
と
あ
り
、

屯
国
民

に
は
「
正
月
よ
り
耕
種
し
、
伝
鋤
し
て
桑
を
燦
み
、
耕
嘆
し
て
姿
を
種

ぇ
、
獲
刈
し
て
場
を
築
き
、
十
月
に
し
て
乃
ち
畢
る
」

等
の
屯
国
労
働

以
外
に
も
「
康
を
治
め
橋
を
系
け
、
租
賦
を
運
総
し
、
道
を
除
き
梁
を

理
め
、
宅
屋
を
謹
徐
す
」
等
の
雑
役
が
あ
っ
た
。
ま
た
三
園
士
山
巻
九
曹

爽
俸
に
は
、

何
曇
ら
が

「政
を
専
ら
に
し
」
た
時
、
「
共
に
洛
陽
・
野

王
の
典
農
部
の
桑
田
数
百
頃
を
割
く
」
と
あ
る
。

(
却
)
西
嶋
定
生
前
註
(
幻
)
。

(
鈎
)
前
漢
期
、
「
天
下
の
男
子
に
爵
を
賜
」
わ
っ
た
事
例
は
亥
帯
建
卒
四

年
(
前
三
)
の
一
例
以
外
に
文
献
に
は
見
え
な
い
が
、

居
延
漢
簡
に
も

一
例
が
見
出
さ
れ
る
。
「
永
光
二
年
二
月
甲
辰
赦
令
賜
男
子
賜
爵
一

級

口
乙
丑
口
口
口
口
三
級
」
(
『居
延
漢
簡
園
版
之
部
』
五

一
九

頁
二
一
七

・
三
簡
)
。
永
光
二
年
ハ
前
回
二〉

の
賜
爵
を
漢
書
元
帯
紀
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に
は
「
賜
民
爵
一
級
」
に
作
り
、
「
男
子
」
の
語
を
用
い
て
い
な
い
。

(
担
)
績
漢
書
百
官
志
、
関
内
侯
僚
の
劉
酌
注
に
引
く
「
爵
制
」
に
は
「
吏

民
爵
不
得
過
公
乗
者
、
得
貰
輿
子
若
同
産
」
と
あ
る
。
西
嶋
定
生
氏
は

註
(
m
A
)

前
掲
書
七
五
頁
で
「
不
得
」
を
街
字
と
し
、
「
吏
民
の
爵
公
乗

を
過
ぐ
る
者
は
子
若
し
く
は
同
産
子
に
貰
興
す
る
を
得
」
に
改
め
る
。

し
か
し
「
吏
民
は
間
公
乗
を
過
ぐ
る
を
得
ず
、
過
ぐ
る
者
は
子
若
し
く

は
同
産
子
に
貰
興
す
る
を
得
」
の
誤
り
の
可
能
性
も
あ
る
。
同
様
の
賜

爵
事
例
は
安
脅
元
初
元
年
(
一
一
四
)
と
順
一
一
帝
陽
嘉
元
年
(
一
一
-
一
一
一〉

に
も
見
ら
れ
る
。

(
m
M
)

西
育
期
の
墾
回
数
は
不
明
で
、
そ
の
た
め
毎
戸
卒
均
の
耕
田
の
概
敏

も
知
り
難
い
。
向
じ
く
大
畝
制
を
用
い
て
い
た
漢
代
で
は
卒
均
六
、
七

O
畝
前
後
で
、
西
耳
目
期
も
こ
れ
と
大
き
く
は
隔
た
ら
な
か
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。
梁
方
仲

『中
園
歴
代
戸
口
、
田
地
、
田
賦
統
計
』
ハ
上
海
人

民
出
版
社
、
一
九
八

O
)
正
編
甲
表
ー
を
参
照
。

ハ
お
)
加
藤
繁
豆
支
那
経
済
史
概
説
』

ハ
弘
文
堂
書
房
、
一
九
四
四
)
第
三

章
「
土
地
制
度
」
、
二
六
頁
。

(

M

品
〉
藤
家
鹿
之
助
「
西
菅
諸
侯
の
奉
秩
l
『
初
筆
記
』
所
引
「
菅
故
事
」

の
解
揮
を
め
ぐ
っ
て
|
」
ハ
『
東
洋
史
研
究
』
第
二
七
各
第
二
鏡
、

一
九
六
八
)
、
の
ち
同
『
漢
三
園
爾
耳
目
南
朝
の
田
制
と
税
制
』
再

枚。

伊
藤
敏
雄
「
西
耳
目
諸
侯
の
奉
秩
に
つ
い
て
の
一
試
論
」
(
『
ア
ジ
ア
諸

民
族
の
佐
倉
と
文
化
岡
本
敬
二
先
生
退
官
記
念
論
集
』
所
枚
、

図
書
刊
行
舎
、
一
九
八
四
)
。

爾
氏
は
共
に
占
回
一

O
O畝
を
課
税
の
封
象
と
し
て
い
る
。

渡
透
信
一
郎
は
前
註
(

7

)

参
照
。

例
え
ば
、

余
遜
「
由
占
回
課
田
制
看
西
菅
的
土
地
輿
農
民
」
(
『
準
歩
日
報
』
一

九
五
一
年
二
月
一
六
日
)
、

の
ち
『
中
園
歴
代
土
地
制
度
問
題
討

論
集
』
再
牧
。

侯
外
虚
「
貌
菅
南
北
朝
杜
曾
経
済
的
構
成
」
、
同
『
中
園
封
建
社
曾

-
史
論
』

(
人
民
出
版
社
、
一
九
七
九
)
所
枚
。

高
・
志
辛
「
西
菅
課
田
考
鐸
」
、
『
貌
耳
目
崎
唐
史
論
集
』
第
一
輯
(
中

園
佐
倉
科
皐
出
版
社
、

一
九
八

一
)
所
枚
。

な
ど
は
そ
の
論
者
(
著
)
で
あ
る
。

(
町
四
)
「
督
課
耕
田
」
設
を
ま
ず
提
起
し
た
唐
長
靖
氏
に
よ
れ
ば
、
政
府
は

一
六
歳
か
ら
六

O
歳
ま
で
の
一
般
民
に
封
し
、
自
分
の
土
地
を
持
っ
か

否
か
を
問
わ
ず
一
律
に
五

O
畝
(
丁
女
は
二

O
畝
)
の
耕
作
を
求
め
、

そ
こ
に

「民
を
駆
り
て
由
民
に
腸
す
」
意
が
寓
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う

(
唐
長
議
前
註
(
白
血
)
)
。
日
本
の

B
E設
も
こ
れ
に
似
て
い
る
。
や
や

後
、
王
天
奨
氏
は
「
税
制
設
」
を
出
し
た
。
氏
に
よ
れ
ば
諜
回
と
占
回

は
性
質
上
金
く
異
な
る
制
度
で
、
占
田
が
一
種
の
限
田
制
で
あ
る
の

に
針
し
課
田
制
は
皐
な
る
賦
税
制
度
で
あ
る
と
い
う
(
玉
天
奨
前
註

(
お
)
)
。
以
後
、
徴
税
が
戸
単
位
か
丁
単
位
か
等
の
黙
で
封
立
は
あ
っ

て
も
、
王
氏
の
提
起
し
た
こ
の
税
制
設
は
多
数
の
研
究
者
に
受
け
入
れ

ら
れ
、
中
閣
の
拳
界
で
主
流
的
見
解
と
な
っ
て
い
る
。
主
な
研
究
は
以

下
の
い
く
つ
か
が
あ
る
。

楊
波
「
西
耳
目
田
制
賦
税
的
初
歩
考
察
」
(
『
文
史
哲
』
一
九
五
八
年
第

五
期
)
。

高
敏

珂闘
於
西
菅
占
回
、
課
田
制
的
幾
個
問
題
」
(
『
歴
史
研
究
』

一

九
八
三
年
第
三
期
)
、
の
ち
同

『貌
菅
南
北
朝
祉
曾
経
済
史
探
討
』

(

お

)
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(
人
民
出
版
社
、
一
九
八
八
)
、
同
主
編
『
貌
育
南
北
朝
経
済
史
』

(
上
海
人
民
出
版
位
、
一
九
九
六
)
再
枚
。

童
超
前
註
(
幻
)'。

な
ど
が
あ
る
。
ま
た
「
督
課
耕
回
読
」
と
「
税
制
読
」
の
二
者
を
総
合

し
た
設
も
あ
り
、
課
田
制
は
税
制
で
あ
る
上
に
耕
田
を
督
課
す
る
性
質

を
も
持
っ
た
と
す
る
。
次
の
諸
研
究
が
そ
の
例
で
あ
る
。

柳
春
落
「
関
於
西
耳
目
田
賦
制
度
問
題
」
(
『
史
皐
集
刊
』
一
九
五
六
年

第
二
期
、
の
ち
『
中
園
歴
代
土
地
制
度
問
題
一
討
論
集
』
再
枚
)
、

「
試
論
占
田
制
下
的
生
産
関
係
」
(
『
史
皐
集
刊
』
一
九
五
七
年
第

一
期
)
、
の
ち
爾
文
は
向
『
秦
漢
貌
耳
目
経
済
制
度
研
究
』
(
黒
龍
江

人
民
出
版
枇
、
一
九
九
三
)
再
枚
。

察
虎
「
論
西
耳
目
占
田
制
的
歴
史
淵
源
」
(
『
中
園
史
研
究
』
一
九
八
五

年
第
三
期
)
。

制
御
欣
「
雨
耳
目
賦
税
制
度
的
若
干
問
題
」
ハ
『
文
史
哲
』
一
九
八
六
年
第

一
期
)
、
の
ち
同
『
貌
E

日
南
北
朝
史
探
索
』
(
山
東
大
祭
出
版
社
、

一
九
八
九
)
再
枚
。

(
日
出
)
卒
中
苓
次
「
漢
代
の
営
業
と
「
占
租
」
に
就
い
て
」
(
『
立
命
館
文

拳
』
第
八
六
競
)
、
「
漢
代
の
い
わ
ゆ
る
「
名
田
」
・
「
占
田
」
に
就
い

て
」
(
『
和
田
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』
所
枚
、
講
談
社
、

一
九

五
一
)
、
の
ち
同
『
中
園
古
代
の
田
制
と
税
制
|
秦
漢
経
済
史
研
究
|
』

(
東
洋
史
研
究
舎
、
一
九
六
一
)
所
枚
。

(
犯
)
鈴
木
俊
前
註
(
詑
)
。

(
却
)
唐
長
摘
「
北
斉
標
異
郷
義
慈
恵
石
柱
頭
所
見
聞
課
田
輿
荘
回
」
(『武

漢
大
皐
息
ナ
報
』

一
九
八

O
年
第
四
期
)
、
の
ち
同
『
山
居
存
稿
』
(
中

華
書
局
、
一
九
八
九
)
再
枚
。

(

ω

)

高
敏
前
註(町四)。

(
H
U

〉

高
敏

「
爾
菅
南
朝
租
調
制
度
考
曲
折
」
、
同
『
録
音
南
北
朝
杜
舎
経
済

史
探
討
』
所
枚
、
『
貌
菅
南
北
朝
経
済
史
』
再
枚
。
ま
た
「
丁
租
」
設

を
支
持
す
る
も
の
に
は
節
欣
前
註
(
お
)
な
ど
が
あ
る
。

ハM
M
)

周
園
林
「
曹
貌
西
E
日
租
調
制
度
的
考
穣
輿
評
債
」
(『
華
中
師
院
同学

報
』
一
九
八
二
年
櫓
刊
)
。

(
円
相
)
童
超
前
註
(
幻
〉
。

(

H

H

)

「動
農
賦
」
に
描
か
れ
た
頃
畝
調
査
と
良
薄
審
査
は
、
丁
租
設
を
支

持
す
る
郷
欣
氏
(
前
註
(
お
〉
)
に
は
理
解
し
が
た
い
も
の
だ

っ
た
よ
う

で、

結
局
氏
は
土
地
税
の
徴
枚
に
嘗
た
り
「
九
品
相
通
」
の
方
法
が
採

ら
れ
た
と
推
測
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
西
音
期
の
土
地
税
徴
枚

が
九
口
問
相
通
の
形
を
取
っ
て
い
た
と
の
確
謹
は
な
く
、
俵
に
木
賞
に
そ

れ
が
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
九
品
を
評
定
す
る
た
め
の

主
な
標
準
は
な
お
他
で
も
な
い、

質
際
に
耕
作
さ
れ
る
土
地
で
あ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。

〈
必
)

高
志
辛

「
封
『
西
奮
的
土
地
和
賦
税
制
度
』
的
意
見
」

(
『光
明
日

報
』
一
九
五
六
年
一
一
月
一
一
一
一
目
、
の
ち
『
中
園
歴
代
土
地
制
度
問
題

討
論
集
』
所
枚
。

柳
春
藩
前
註
(
お
)
「
閥
於
西
菅
田
賦
制
度
問
題
」
。

(
日
叩
)
慮
開
高
「
西
菅
的
課
田
輿
田
租
」
(
武
漢
大
祭
歴
史
系
貌
菅
南
北
朝

惰
唐
研
究
室
編
『
貌
耳
目
南
北
朝
惰
唐
史
資
料
』
第
九
・
十
期
、

一
九
八

八〉。

(
灯
)
前
註
(

1

)

拙
稿
「
曹
貌
租
調
制
度
に
つ
い
て
の
一

考
察
」
。

(
泊
四
〉
程
樹
徳
『
九
朝
律
考
』
(
中
華
書
局
、
一
九
六
三
年
第

一
版、

八
八
年
第
二
刷
)
。
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(

m

叩
)
仁
井
田
陸
『
唐
令
拾
遺
』
一
一
一
一
七
・
六

二
ニ
・

六
六
四
頁
「
耳
目
戸
調

令
」

(
東
京
大
拳
出
版
舎
、
一
九
八
三
年
復
刻
第
二
刷
)
。

(
印
)
鈴
木
俊
前
註
(
辺
)
。

(日
)
曾
我
部
静
雄

「養
老
令
の
田
租
の
候
文
に
つ
い
て
」
(
『
日
本
歴
史
』

二
三
九
、

一
九
六
八
)
、
の
ち
同
『
中
園
律
令
史
の
研
究
』
(
吉
川
弘
文

館
、
一
九
七
一
〉
再
枚。

(
臼
)
曾
我
部
静
雄
「
均
団
法
の
名
稽
と
貧
態
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
史
研

究
』
第
二
六
巻
第
三
鋭
、
一
九
六
七
、
第
二
八
巻
第
二

・
三
合
併
続
、

一
九
六
九
)
、

の
ち
題
を

「
井
図
法
と
均
団
法
」
に
改
め
、
同
『
中
園

律
令
史
の
研
究
』
に
牧
め
た
。

(
臼
)
姻
敏
一
「
貌
奮
の
占
田
・
課
固
と
給
客
制
の
歴
史
的
意
義
」
(
『
東
洋

文
化
研
究
所
紀
要
』
六
二
、
一
九
七
四
)
、
の
ち
同
『
均
田
制
の
研
究
』

(
岩
波
書
庖
、
一
九
七
五
)
再
牧
。

(
臼
)
広
白
書
刑
法
士
山
に
よ
れ
ば
、
育
文
一
帝
司
馬
昭
が
威
隈
元
年
に
耳
目
玉
と
な

っ
た
時
、
買
充
・
鄭
沖

・
社
預
ら
に
命
じ
て
律
令
を
制
定
さ
せ
た
。
泰

始
三
年
、
買
充
は
菅
武
一
帝
に
律
二
十
巻
、
令
四
十
巻
、
故
事
三
十
容
を

上
呈
し
、
泰
始
四
年
に
設
布
さ
れ
て
い
る
。
以
後
再
び
耳
目
代
に
律
令
を

制
定
し
た
記
録
は
な
い
。
よ
っ
て
-
初
皐
記
所
引
耳
目
令
侠
文
は
泰
始
令
の

一
部
だ
と
推
定
さ
れ
る
。

(
日
)
亙
日
故
事
の
編
纂
に
関
し
て
は
守
屋
美
都
雄
「
耳
百
故
事
に
つ
い
て
」

(
『
和
田
博
士
古
希
記
念
東
洋
史
論
叢
』
所
枚
、
一
九
六

O
、
の
ち
同

『
中
園
古
代
の
家
族
と
園
家
』
再
牧
、
東
洋
史
研
究
舎
、
一
九
六
八
)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
唐
長
需
前
註
(
お
)
。

ハ
幻
)
天
野
元
之
助
「
西
耳
目
の
占
田
・
課
回
に
つ
い
て
の
試
論
」
(『
人
文
科

思
ナ
』
第
八
谷
第
九
抗
、
一
九
五
七
)
。

ハ
臼
)
拙
稿
「
西
菅
諸
侯
分
食
制
度
考
貧
」
(
『
中
園
史
研
究
』
二

O
O
O年

度
に
掲
載
決
定
)
。

(
印
〉
惰
書
経
籍
士
山
に
「
萄
縛
「
百
官
表
注
」
十
六
巻
」
と
あ
り
、
章
宗
源

「陪
書
経
籍
志
考
査
」
巻
一

O
に
は
「
百
官
表
注
十
六
傘
、
f

旬
緯
撲
、

梁
有
情
亡
」

(
『
廿
五
史
補
編
』
第
四
朗
五

O
一
O
頁
)
と
あ
る
。

一

方
、
挑
振
宗

「陪
書
経
籍
士
山
考
詮
」
巻
一
七
で
は
西
菅
萄
勧
の
撰
で
、

泰
(
太
)
康
六
年
に
献
上
し
、

「
本
俸
但
節
録
其
語
、
不
載
其
全
、
後

萄
縛
取
以
信
用
注
敗
。
然
縛
俸
不
言
注
此
書
、
疑
仰
是
萄
動
之
誤
」
と
し

て
い
る
(
同
第
四
郎
五
三
二
ニ
頁)。

よ
っ
て
二
設
が
存
す
る
。
因
み

に
内
萄
縛
は
荷
動
の
孫
。

〈
印
)
耳
白
書
地
理
志
。

(
山
肌
)
鈴
木
俊

「E
日
の
戸
調
式
と
田
租
」
(
東
方
皐
曾
編
『
東
方
昼
曾
創
立

十
五
周
年
記
念
東
方
血
中
論
集
』
所
枚
、
一
九
六
二
)
、
の
ち
同

『
均
田

・

租
調
制
度
の
研
究
』
再
枚
。

(
位
)
野
中
敬
「
西
耳
目
戸
調
式
の

『
夷
人
輸
賓
布
』
僚
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
東

方
皐
』
第
九
十
五
輯
、
一
九
九
八
)
。

(
臼
)
貌
書
食
貨
志
に
「
先
是
、
天
下
戸
以
九
口
問
相
通
、
戸
調
鳥
二
疋
、
紫

二
斤
、
綿

一
斤
、
粟
二
十
石
。
叉
入
鳥

一
疋
二
丈
、
委
之
州
庫
、
以
供

調
外
之
費
。
至
是
、
戸
増
南
三
疋
、
莱
ニ
石
九
斗
、
以信用
官
司
之
旅」

と
あ
る
。

(
臼
)
「
張
丘
建
算
経
」
一
一
一
巻
、
叢
書
集
成
初
編
『
知
不
足
韓
国
叢
書
』

に
よ

る
組
版
印
刷
、
一
商
務
印
書
館
。

ハ
臼
)
玉
仲
鋒
『
貌
菅
南
北
朝
史
』

朋
第
七
章
第
二
節
。
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(
侃
)
銭
賓
球
『
中
園
数
皐
史
』
(科
祭
出
版
社
、
一
九
六
四
年
〉
及
び

『
算
経
十
番
』
(
中
華
書
局
、

一
九
六
一
二
)
に
牧
録
さ
れ
る
同
「
張
丘

建
算
経
提
要
」
を
参
照
。

(
m
山
)
郷
欣
前
註
(
お
)
。

(
伺
)
周
図
林
前
註
(

m

M

)

。

(
印
)
余
氏
は
一
九
五

0
年
代
中
園
に
お
け
る
占
田
・
課
田
制
論
争
の
中
心

人
物
の
一
人
で
あ
る
、
氏
は
「
由
占
回
諜
田
制
看
西
耳
目
的
土
地
輿
農

民
」

(
前
註
(
お
》
の
中
で
や
は
り
菅
故
事
侠
文
ハ
I
)
(
E
)
の
矛

盾
に
気
づ
き
、
「
校
租
四
斜
」
は
上
文
で
謀
脱
し
た

「
畝
」
の
字
を
承

け
、
買
は

「畝
ご
と
に
枚
租
四
斜
」
で
あ
っ
た
と
す
る
。
更
に
こ
の
訂

正
に
基
づ
き
、
「

一
畝
に
つ
き
四
斜
が
通
常
の
生
産
量
で
、
課
田
五

O

畝
、
畝
ご
と
に
四
斜
を
枚
む
と
は
、
五
O
畝
の
全
枚
穫
を
牧
税
す
る
こ

と
で
あ
る
」
と
す
る
。
以
後
、
侯
外
虚
氏
(
前
註
(
お
)
)
も
同
援
の
設

を
出
し
て
い
る
。
五

O
畝
の
枚
穫
全
部
を
地
租
と
し
て
政
府
に
上
納
す

る
と
い
う
、
こ
の
種
の
労
役
地
租
設
は
、
こ
の
時
期
の
労
働
生
産
率
や

西
広
自
の
課
田
の
意
義
を
改
め
て
認
識
し
た
今
と
な
っ
て
は
明
ら
か
に
謀

っ
て
い
る
。
し
か
し
余
氏
が

「
畝
ご
と
に
租
四
斜
を
収
む
」
と
訂
正
し

た
こ
と
は
、
後
人
の
研
究
を
啓
愛
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(
叩
)
賀
昌
群

「
升
斗
燐
」

(
『
歴
史
研
究
』

一
九
五
八
年
第
六
期
)
。

(
九
)
拙
稿
前
註
(
臼
)
「西
菅
諸
侯
分
食
制
度
考
賓
」
。

(
花
)
河
原
正
博

「E
日
の
戸
調
式
の
遠
夷
に
つ
い
て
」
(
鈴
木
俊
敬
授
還
暦

記
念
曾
編
『
鈴
木
俊
数
授
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』
所
枚
、

一
九
六

四
)
、

「
西
耳
目
の
戸
調
式
に
関
す
る

一
研
究
|

「
遠
夷
不
謀
困
者
」
を

中
心
と
し
て
|
」

(
『
法
政
大
祭
文
皐
部
紀
要
』
第
一

O
鋭
、

一
九
六

四
)
。
の
ち
同
『
漢
民
族
華
南
設
展
史
研
究
』
(
士
口
川
弘
文
館
、

一
九

八
四
)
再
録
。

伊
藤
敏
雄

「
逮
夷
不
課
田
者
を
め
ぐ
っ
て
|
占
田

・
課
田
制
の
一
考

察
|」

(
『
東
洋
史
論
』
第
一
説
、

一
九
八

O
Y

河
原
正
博
氏
は

「
遠
」
と
「
透
」
の
字
形
か
ら
、
「
遠
夷
」
は

「
逸

夷
」
の
誤
り
か
も
知
れ
な
い
と
推
測
す
る
が
、
こ
れ
は
字
形
に
拘
り
過

ぎ
た
解
穣
で
あ
る
。
伊
藤
敏
雄
氏
の
研
究
は
基
本
的
に
河
原
氏
の
基
礎

の
上
に
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
河
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any officialposition.“Wen-ren”文人had originally referred to the

so-called“Shi-da-fu”士大夫, but when some of the“Shan-ren”were

regarded as the typical intellectualin the late Ming, the dividing line

between the“Wen-「ｅｎ”and the“Shan-ren” became ambiguous.　Li Ri-hua

was able t０lay his academic foundation under the influence of the typical

“Shan-ren” such as Zhou Lu-jing 周履靖and Chen Ji-ru 陳徹儒in those

times. However, he had been trying to act as the most eminent intelle-

ctual without doing the job of making or appraising arts since he had

become an official.

ＡRESEARCH ON THE SYSTEMS OF ZHAN-TIAN 占田，

　　

KE-TIAN課田AND ZU-DIAO 租調UNDER THE

　　　　　　　

WESTERN JIN DYNASTY 西晋

Zhang χue-feng

　　

Despite the considerable amount of recent studies about the systems of

zhan-tian占田, ke-tian課田and zu-diao 租調, under the Western Jin

dynasty西晋, most of the studies focus on deciphering the ｅχisting litera-

ture, but pay hardly any attention to the actual condition of agricultural

production on which the formation of the above systems were based in that

time. Hence this article attempts to re-assess the systems based on my

recent research of the zu-diao system under the Wei dynasty from the

viewpoints of labour cultivating capacity and productivity per mu畝. It

can be concluded　as　follows.　Actually, zhan-tian　means　neither　the

limitation of private land holdings or the procedure of approving private

land holdings as previous studies suggested nor the rule allowing every

person to hold certain area of land, but the regulation over the cultivated

land managed by the original agriculture ｏ伍ｃｅr典農官in that time. Also,

ke-tian is not the ｏ伍cial land distributed to the peasant and its cultivation

is compulsory or semi-compulsory as recent studies asserted but ａland tax

upon the peasant according to the unit of mu.　In other words, it is a

kind of tａχ. Thus there was no cultivated land called zhan-tian nor ke-tian

in the Western Jin dynasty. Despite the record that each man Ｔ男is to
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be granted fifty ｍｕ of land as stated in the Chapter of Economy 食貨志

of the ＪｉｎＨｔｓtｏり『晋書j and a fragment of ＪｉｎＧｉｔ-Shi『晋故事』, it seems

that ａ man was unable to cultivate such ａ large area of land in that time

considering the labour cultivating capacity.　Thus, it　was probably ａ

general principle laid by the government on the basis of farmer's cultivating

capacity. Its ideal is consistent with the regulation over household tribute.

０ｎ the other hand, the basic part of the zu-diao system was instituted early

in the founding period of the Western Jin rather than the first year of

Tai-kang太康when the Wu 呉dynasty was recovered. Under the system,

the household tribute 戸調is levied according to the nine-rank principle

九品相通(ninｅ　ｒａnks are distinguished on the basis of household property),

while the land tax 地租is levied by referring to the actual size of cultivated

land of each household. The tａχΓate is four:ｄｏｕ斗per mu. Thus, the

zu-diao system of the Western Jin dynasty is obviously inherited from the

land and tribute system of the Wei dynasty 魏(220―265), and is ideologi-

cally different from the zu-diao collection system after the implementation

of the Jun-tian system 均田制by the Northern Wei dynasty 北魏.　It itself

implies the consistency of the development of socio-economic system in the

early medieval China.

Ａ STUDY ON THE UNREST AND CAUSES OF THE

INVESTITURE-TRIBUTARY SYSTEM 珊封進貢曖制IN

THE YEARS OF JIAQING 嘉慶AND DAOGUANG 道

　　

光一WITH REFERENCE TO THE RYUKYUAN

　　　

TRIBUTARY RELATIONS WITH CHINA-

NiSHIZATO Kiko

　　

Even before the Opium War, the unrest of the Investitute-Tributary

System had begun as ａ result of the occurrence of the following factors

which were internal and ｅχternalpressure upon the System.　1）Ｔｈｅ

Ryukyuan tributary ships often suffered from maritime accidents and

assaultsby pirates. 2）ＴｈｅRyukyuan ships driftingashore on the coast

of China since the years of Jiaqing and Daoguang had increased,
and the
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